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1. 本調査の概要 
1-1.  調査の目的 
今後到来する外部・内部環境の変化に対応すべく、事業運営上の課題を明確にしたうえ

で、持続可能な下水道事業とするため中核都市における地域一体型のまちづくりに対応し

た最適なコンセッションスキームを検討する。 
 
1-2.  自治体の概要 
1-2-1  地形及び地質の概要 

富山市は日本海に面し、本州のなかほどに位置し、富山平野の中央部にあたり、東に雄

大な立山連峰を望み、西は呉羽丘陵、北は日本海に面している。市内は峻険な北アルプス

を源とする激流常願寺川と飛騨高原を源とする清流神通川

の二大河川のほかに上市川、白岩川、井田川、いたち川、

松川及び諸用水が流れており南北に緩やかな傾斜面となる

地形である。 
隣接市町村は、東に滑川市、上市町、舟橋村、立山町、

西に射水市、砺波市、南砺市とそれぞれ接している。地質

は、主に常願寺川、神通川により堆積された砂礫層があり、

巨礫が多く見られ、洪積層と沖積層との境界は不明で基盤

（第３紀）までの深さは６０ｍ～７０ｍと考えられる。 
 
1-2-2  都市計画 

平成１７年４月の市町村合併により、本市には、富山高岡広域都市計画区域、富山南広

域都市計画区域の 2 つの都市計画区域が併存している。富山高岡広域都市計画区域は、線

引き制度を導入している一方、富山南広域野都市計画区域は、非線引きの都市計画区域と

なっている。旧大沢野町、旧大山町、旧八尾町、旧婦中町の地域には都市計画区域外があ

り、旧山田村、旧細入村の地域は全域が都市計画区域外となっている。 

富山市 
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出典：富山市 

図 1－1 都市計画区域の状況 

 
 
1-2-3  都市構造 

本市は、本格的な少子高齢化と人口減少に対応する

ため、「鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、

その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能

を集積させることにより、公共交通を軸とした拠点集

中型のコンパクトなまちづくり」の実現を目指してい

る。市域全体の拠点を ｢都心｣ とするとともに、市民

の日常生活に必要な機能が身近な地域で提供される

よう、市域を ｢地域生活圏｣ に分割し、都心以外の「地

域生活圏」には「地域生活拠点」を配置している。 
本市は、海岸部から山岳地帯まで広大で豊かな自然

富山南広域都市計画区域 
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に恵まれた都市でありながら、平野部においては、これまで、人口の増加や高い道路整備

率、強い持ち家志向などを背景として市街地が拡散し続け、人口密度の低い、薄く広がっ

た市街地を形成し、都市管理コストの上昇や中心市街地の空洞化による都市全体の活力と

魅力の低下、自動車交通への高い依存による二酸化炭素排出量の増加などの都市経営上の

課題が顕在化している。また、中山間地域においては過疎化が進行し、産業の担い手不足

などが深刻化している。 
また、市街地の拡散を背景に、積極的に道路や橋梁、公園、上下水道等の社会資本の整

備を行ってきた結果、これまでに相当量の社会資本ストックを有しており、高度経済成長

期に整備した社会資本は、今後、老朽化により一斉に更新時期を迎えることが見込まれる。 
本市は、積雪地域ではあるものの、その他の自然災害は比較的少ない地域だが、近年、

気候変動を背景とするゲリラ豪雨による浸水被害が発生しているほか、地震や土砂災害等

の潜在的な危険性が高まっている。 
 
1-2-4  将来人口 

(1) 国立社会保障・人口問題研究所社人研 
「国立社会保障・人口問題研究所社人研」（以下、「社人研」とする）における富山市の

将来推計人口を表 1-1 及び図 1－2 に示す。本市では、2010(H22)年の 422 千人より人口

が減少しており、2040(H52)年には、350 千人になるものと見込まれる。 
 
 

 
図 1－2 社人研における富山市の推計人口の近似曲線（線形近似） 

 

y = -2,452.371 x + 5,357,516.429 
R² = 0.976 
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表 1-1 人口問題研究所における富山市の将来推計人口 

 

 
 

(2) 富山市 まち・ひと・しごと総合戦略 
次に、富山市では「富山市 まち・ひと・しごと総合戦略」を 2015 年 9 月に策定して

おり、その中で人口推計を実施している。今回の人口推計については、前述の総合戦略に

おける 2018 年 10 月改訂版を基に人口推計を整理した。 
 富山市の推計結果によると、平成 22 年度の約 42 万人と比較し 50 年後の平成 72 年には

約 33 万人となり、約 20%程度減少する推計となっている。 
 

男女計 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

総数 421,953 416,819 407,814 395,732 381,752 366,313 349,867

0～4歳 17,432 16,421 14,471 12,959 12,363 11,947 11,369
5～9歳 18,957 17,299 16,293 14,366 12,869 12,277 11,864
10～14歳 19,504 18,941 17,258 16,267 14,347 12,852 12,261
15～19歳 19,358 19,468 18,889 17,213 16,220 14,304 12,813
20～24歳 19,649 19,094 19,440 18,878 17,195 16,187 14,270
25～29歳 22,062 19,609 19,269 19,624 19,068 17,379 16,355
30～34歳 26,918 22,373 19,864 19,545 19,892 19,318 17,611
35～39歳 33,446 27,010 22,408 19,919 19,595 19,935 19,352
40～44歳 27,987 33,345 26,891 22,337 19,861 19,535 19,873
45～49歳 25,329 27,744 33,041 26,659 22,154 19,701 19,381
50～54歳 24,102 25,085 27,448 32,691 26,388 21,941 19,516
55～59歳 28,354 23,696 24,653 26,992 32,155 25,970 21,610
60～64歳 35,487 27,672 23,130 24,097 26,400 31,452 25,421
65～69歳 28,521 34,314 26,749 22,404 23,370 25,622 30,531
70～74歳 23,415 26,916 32,466 25,349 21,295 22,259 24,435
75～79歳 20,843 21,215 24,483 29,724 23,253 19,626 20,579
80～84歳 15,903 17,559 18,028 20,952 25,699 20,153 17,136
85～89歳 9,184 11,678 13,178 13,702 16,106 20,098 15,819
90歳以上 5,503 7,380 9,855 12,054 13,522 15,757 19,671
（再掲）0～14歳 55,892 52,661 48,022 43,592 39,579 37,076 35,494
（再掲）15～64歳 262,692 245,096 235,033 227,955 218,928 205,722 186,202
（再掲）65歳以上 103,369 119,062 124,759 124,185 123,245 123,515 128,171
（再掲）75歳以上 51,432 57,832 65,544 76,432 78,580 75,634 73,205

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

年齢別割合（0～14歳：％） 13.2 12.6 11.8 11.0 10.4 10.1 10.1

年齢別割合（15～64歳：％） 62.3 58.8 57.6 57.6 57.3 56.2 53.2
年齢別割合（65歳以上：％） 24.5 28.6 30.6 31.4 32.3 33.7 36.6
年齢別割合（75歳以上：％） 12.2 13.9 16.1 19.3 20.6 20.6 20.9
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出典：富山市 富山市 まち・ひと・しごと総合戦略 

図 1－3 富山市人口推計 
 

 
1-2-5  産業 

本市は、豊富な水資源や電力と勤勉な労働力、近年の企業誘致などを背景に、伝統産業

である医薬品をはじめ機械、電子部品等の製造業を中心に、その優れた技術と事業所の集

積により、日本海側有数の工業都市として発展してきた。また、県都として、居住・就業・

娯楽等の市民生活に必要な機能が集積し、鉄道・道路・空港・港湾等の整備が進んでいる。

北陸新幹線の開業により、首都圏への時間距離が飛躍的に短くなるとともに、国際化が進

む羽田空港への航空路線が維持されていることから、国内外への重要な交通の結節点とな

っている。このような状況を踏まえ、本市には日本海側有数の中核都市として高次都市機

能の集積を生かし、産業・経済・文化・観光等の活発な交流により、地域を牽引する役割

が期待されている。また、北陸新幹線の開業により、工業はもとより、商業、サービス産

業などあらゆる産業においては、これまで以上に活動が活発になることや新たな産業分野

の創出などが期待される一方、より広域的な競争環境への柔軟な対応が求められる。 
一方、本市の農業及び水産業は、多様な魚種が生息し「天然のいけす」とも言われる水
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深 1,000ｍの富山湾から海抜 3,000ｍの山岳部まで起伏に富んだ地形条件と気象条件の異

なる多様な生産環境を有するとともに、漁場・生産地と消費地が近接し、安心・安全かつ

新鮮で美味しい食材等を安価で提供できる環境条件にある。しかしながら、近年では、担

い手の減少と高齢化、生産物の価格低迷やコストの上昇などの問題を抱えている。 
 
1-2-6  暮らし 

日本海側有数の工業都市として発展してきた本市は、正規雇用率、女性の有業率や世帯

の可処分所得、持ち家率や住宅の延べ床面積など、豊かさや暮らしやすさを示す各種指標

で全国的にトップクラスにあるが、一方、高齢化率及び要介護認定率は、ともに全国平均

を上回っており、要介護・要支援認定者数は増加傾向にある。また、一人暮らし高齢者数

も増加している。 
 
1-2-7  上水道 

人口減少に加えて、節水型機器の普及や節水意識の浸透による節水型社会への移行とと

もに、水需要の減少が見込まれるところであり、そのことは給水収益の減少となって、事

業経営へ大きな影響を及ぼすことが想定される。 
水需要の増加に対応するために、昭和 30 年代から 50 年代に整備された基幹施設（浄水

場・配水池等）や配水幹線などについては、老朽化が進行していることから、更新時期を

迎えており、特に配水幹線は、大規模地震が発生した場合には、広範囲に影響を及ぼすお

それがある。水道水の安定供給を図るため、老朽化した基幹施設や配水幹線などの更新等

にあわせ、施設の耐震化を進める必要がある。 

 

図 1－4 本市の人口と有収水量の推計 
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1-2-8  下水道 

平成 27 年度末における公共下水道事業の人口普及率は 91.8％、農業集落排水事業や地

域し尿処理事業などを含めた汚水処理人口普及率は 99.1％で、高い普及率となっており、

下水道施設の計画的な面的整備は平成 28 年度でほぼ完了している。これまで、都市化の

進展や市域の拡大にあわせ、集中的に管渠等の整備を進めてきており、今後、これらの施

設が一斉に更新時期を迎えることから、管渠の更新を緊急度に応じて計画的かつ効率的に

進める方針である。また、下水道処理施設については予防保全の観点から各種の機械・設

備類を更新していくことなどにより長寿命化を図る。 
現在、富山市では、下記に示す下水道事業（計画）を有している。 

 
【単独公共下水道；4 処理区】 
富山地域（浜黒崎浄化センター、水橋浄化センター）、大沢野地域（大沢野浄化センター）、

大山地域（大山下水処理場） 
【単独特定環境保全公共下水道；5 処理区】 
富山地域（倉垣浄水園（流域下水道に統合予定））、大山地域（小見浄化センター）、山田地

域（山田浄化センター）、細入地域（楡原浄化センター、南部地区浄化センター） 
【神通川左岸流域下水道関連；3 処理区】 
富山地域（関連公共、関連特環）、八尾地域（関連公共、関連特環）、婦中地域（関連公共、

関連特環） 
 
 
1-2-9  地域別構想 

富山市都市マスタープランでは、市域を１４の地域生活圏に区分し、各地域のまちづく

りの主要な課題や方針を抽出するとともに、地域のまちづくりを推進するための分野別の

まちづくりの方針を設定している。 
(1) 富山中央地域（単独公共；浜黒崎処理区） 

 富山駅周辺における交通結節機能の強化及び南北一体的なまちづくり 
 中心商店街等における再開発の促進及び賑わいの拠点づくり 
 公共交通の利便性や都市機能のストックを活かしたまちなか居住の推進 
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図 1－5 地域区分図 

 
(2) 富山北部地域（単独公共；浜黒崎処理区） 

 歴史・文化資源と富山ライトレールを活かした観光等の地域振興 
 内外貿易港としての富山港の港湾機能の充実 
 岩瀬浜海岸などの海を活かしたレクリエーション拠点の形成 

(3) 和合地域（流関公共；神通川左岸処理区） 
 八重津浜海岸などの海を活かしたレクリエーション拠点の形成 
 神通川の河川環境の保全とレクリエーション活用 
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(4) 呉羽地域（流関公共；神通川左岸処理区） 
 呉羽丘陵を活かしたレクリエーション拠点の形成 
 市民芸術創造センターを核とした芸術文化拠点の形成 

(5) 富山西部地域（流関公共；神通川左岸処理区） 
 市内電車の活性化に併せた多様な世代の居住誘導 
 広域的な学術文化及び産学官連携の交流拠点の形成 

(6) 富山南部地域（単独公共；浜黒崎処理区） 
 南富山駅の交通結節機能の充実に併せた駅前商店街等の充実 

(7) 富山東部地域（単独公共；浜黒崎処理区） 
 常願寺川の自然環境と調和したスポーツ・レクリエーション拠点の形成 

(8) 水橋地域（単独公共；水橋処理区） 
 旧市街地における歴史的な街並みの形成と商店街の充実 
 水橋漁港等を活かしたレクリエーション拠点の形成 

(9) 大沢野地域（単独公共；大沢野処理区） 
 JR 高山本線の活性化に併せた笹津駅周辺での地域の顔作りと駅前商店街の充実 
 公共交通軸となるバス路線の活性化に併せた生活関連機能の充実 
 水辺の健康福祉拠点の形成・自然とのふれあいの場の充実 

(10) 大山地域（単独公共；大山処理区、単独特環；小見処理区） 
 都心方面をはじめ地域間を連絡する道路の整備 
 大山研究学園都市を核とした学術文化拠点の形成 
 常願寺川沿いでのスポーツ・レクリエーション拠点及び歴史景観拠点の形成 

(11) 八尾地域（流関公共；神通川左岸処理区） 
 地域の顔となる旧町地区での歴史景観拠点の形成 
 富山八尾中核工業団地を核とした先端技術産業拠点の形成 
 井田川を軸とした自然とのふれあいの場づくり 

(12) 婦中地域（流関公共；神通川左岸処理区） 
 JR 高山本線の活性化に併せた速星駅周辺での生活関連機能の充実 
 公共交通軸となるバス路線の活性化に併せた良好な住環境の形成 
 自然や歴史とのふれあいの場づくり 

(13) 山田地域（単独特環；山田処理区） 
 豊かな自然を活かした定住環境の整備 
 四季を通じて賑わう長期滞在型のレクリエーション拠点の形成 
 牛岳山麓の森林や棚田景観などの豊かな自然環境の保全・継承 

(14) 細入地域（単独特環；楡原・南部処理区） 
 神通峡の峡谷美等の自然とふれあう観光・レクリエーション拠点の形成 
 飛騨山地に連なる森林などの豊かな自然環境の保全・継承 
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1-3.  事業発案に至った経緯・課題 

1-3-1  自治体が抱えている課題 

 現在、富山市公共下水道事業が抱える課題は以下のとおりであり、これらの課題を解

決するため、民間のノウハウを活用した公共施設等運営手法導入による下水道事業運営

の効率化・安定化を図る。 
イ）今後の人口減少による流入水量・使用料収入減への対応。処理場の用地や下水熱を

活用した新たな事業運営財源の確保。 
ロ）処理場運転管理におけるユーティリティー費の更なる削減。 
ハ）下水汚泥の有するポテンシャルの積極的な有効活用。 
ニ）浜黒崎浄化センター他 7 処理場における将来の都市像に対応した処理場のあり方（効

率的な運転管理と改築事業の連携）。 
 
1-3-2  上位計画との関連性 

イ）【平成 28 年 12 月】 富山市公共施設等総合管理計画策定 
⇒【基本方針 2 PPP 戦略の推進】のなかで、公共施設等の運営方式については、PFＩ
方式やコンセッション方式等 PPP 手法の導入検討が必要である旨記載。 
ロ）【平成 29 年 3 月】 第二次富山市上下水道事業中長期ビジョン 
⇒平成15年度より浜黒崎浄化センター外2処理場において包括的民間委託を導入してい

るが、経営方針の 1 つとして「持続可能な経営を実現する」ため、更なる民間資金・ノ

ウハウを活用する手法について調査・研究の必要性について記載。 
 
1-3-3  上記課題への対策として実施している施策や調査等 

 上記課題への対策として実施している施策、検討調査は以下のとおりである。 

イ）浜黒崎浄化センター・水橋浄化センターにおける維持管理を、包括的民間委託によ

り実施。 
ロ）大沢野浄化センター他 5 処理場においける維持管理を、維持管理業務委託により実

施。 
ハ）平成 31 年度より浜黒崎浄化センターにおいて、民間業者へ消化ガス売却し FIT 事

業による消化ガス発電を開始。 
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1-3-4  当該事業の発案経緯 

 （１）【平成 28 年 12 月】富山市公共施設等総合管理計画策定 
 ＰＦＩ方式等の官民連携手法の導入検討が必要である旨について記載した。 

 （２）【平成 29 年３月】 第二次富山市上下水道事業中長期ビジョン 
 Ｈ15 より浜黒崎浄化センター外２処理場にて包括的民間委託を実施した。 
 今後、人口減少、老朽施設の増加等の課題を解決するため、更なる民間資金・

ノウハウを活用する手法について調査・研究の必要性を記載した。 
 
1-3-5  当該事業の必要性 

［１］調査で明らかにしたい事項 
（１）公共施設等運営手法導入による経営改善効果 
１）支出削減効果 

イ）経営改善を目的とした運転管理データ活用（二軸管理手法の導入）によるユーテ

ィリティー費 
ロ）ＰＦＩ手法を導入した際の将来的な改築・更新費 

２）収入増加効果 
イ）下水汚泥の有効利用による収入増の可能性 
ロ）処理場用地等を使った民間収益事業の可能性 

（２）市内全処理場へのコンセッションの適用可能性 
１）浜黒崎浄化センター及び水橋浄化センターに加え、将来的な範囲拡大に対する可能

性 
 
［２］調査の先導性 
イ）下水処理場が立地する市街化調整区域（農村振興地域）において、地域性を活かした

民間収益施設の整備・運営（下水処理水の安定した水温を熱源とした下水熱と下水汚

泥を堆肥化し、それらを活用した薬草栽培工場等）に関する創意工夫 ⇒将来の都市像

を見据えた先導性 
ロ）「処理水質に応じた適正な消費エネルギーの管理手法」により、消費エネルギーを最大

限抑えた運転を実施した際のユーティリティー費削減による経営改善効果⇒下水処理

場の運転管理における技術的先導性 
ハ）「包括的民間委託を既に実施」している 2 処理場の公共施設等運営手法導入に加え、

将来的な「全処理場への運営権拡大」及び「施設の統廃合」を視野に入れた事業モデ

ル⇒段階的な導入範囲の拡大による先導性 
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1-4.  検討体制の整備 
1-4-1  庁内の検討体制 

官民連携推進の取り組みについては、上下水道局内で下水道課が中心となり、経営企

画課が関係所属との連絡調整を担う形で取り組むこととする。また、関係所属には専任

の担当者を置き、下水道課、経営企画課とともに、課題の洗い出しから将来に向けた方

針決定に至るまで、局全体で意思統一を図りながら取り組むこととする。 
 
【局内体制（案）】 
 ・下水道課（統括、契約内容、事業者選定、議会対応、国土交通省と 
  の連絡調整など） 
 ・経営企画課（局内調整、経営、法規、組合対応など） 
 ・契約出納課（契約手続き、資産管理など） 
 ・料金課（使用料の徴収関係など） 
 ・浜黒崎浄化センター（現状精査、契約内容、事業者選定など） 
 ・東上下水道サービスセンター（同上） 
 ・西上下水道サービスセンター（同上） 
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今年度の業務実施体制 
    【発注者（富山市）】 

担当部局 

上下水道局 

所掌分野 担当課 

経営  ・経営企画課 

計画・建設  ・下水道課 

維持管理 

 ・浜黒崎浄化センター 

 ・東上下水道サービスセンター 

 ・西上下水道サービスセンター 

                             

 
     【受注業者】 

 

株式会社 日水コン 

職 種 主な業務担当 役割 

照 査 
技術者 

照査 業務全体の照査 

管 理 
技術者 

総括 
全体管理 

業務全体の総括、進捗等の業務管理 

担 当 
技術者 

副総括 
対外協議 

業務内容の管理 

〃 処理計画 
現有処理場における処理工程に関す
る課題の整理と施策の抽出 

〃 
施設計画 
施設改築 
施設修繕 

現有処理場における計画、改築に関す
る課題の整理と施策の抽出 

〃 施設関連補助 上記処理場関係検討の補助 

〃 経営管理 経営的な内容の整理と課題の抽出 

〃 計画管理 
下水道計画に関する課題の整理と施
策の抽出 

〃 
PPP スキーム 
契約関係管理 

PPP スキーム及び契約関係に関する
課題の整理と施策の抽出 

 
 

業務発注 
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1-4-2  民間の関係者との協力体制 

  第 6 章で詳述するものとする。 
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2. 本調査の内容（調査フロー） 
 

 
調査フロー 

○調査フロー

調　　査　　フ　　ロ　　ー

・候補者決定
・発注手続き
・調査業者決定

平成31年
2月

平成30年
８月～９月

平成30年
10月

平成30年
11月

平成30年12月
～

平成31年1月

６．今後の進め方の整理
ロードマップ作成

５．事業手法等の検討
官民連携手法に関する事例調査
事業手法・スキームの整理

４．新たな民間収益事業の検討
（1）民間事業者への下水道資源供給可能量の検討
（2）民間収益事業の事業内容及び事業スキームの整理
（3）マーケットサウンディング

３．運転経費の縮減可能性に関する検討
（1）二軸管理手法導入による運転経費縮減可能性検討
（2）運転経費縮減可能性検討

２．現状の包括的民間委託に対する総括
（1）現状の包括的民間委託に対する現状分析
（2）次期包括的民間委託（2020～）に向けた提案
（3）次々期包括的民間委託に向けた提案

１．基礎調査
（1）対象事業（前提条件）の整理

1）維持管理状況（人・情報）の整理
2）ストック（モノ）の状況の整理
3）経営状況（カネ）の整理
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3. 前提条件（現状の課題）の整理 
3-1.  対象地の状況 

 
 図 3-1 に調査対象地における都市構造を示す。対象地の総面積は約 1 万ｈａ

である。本市はこれまで、人口の増加とともに薄く広がった拡散型の市街地を

形成してきたが、今後は、各地域のストックを生かした拠点集中型のコンパク

トなまちづくりを目指している。また、都市機能の集約にあたっては、本市の

顔となる中心的な拠点を「都心」と位置付けるとともに、市域を複数の地域生

活圏に分割し、地域住民の日地上的な生活に必要な機能が備わっている拠点を

「地域生活拠点」と位置付けている。 
 

 
図 3-1 調査対象地における都市構造図（再掲） 
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3-2.  計画諸元の整理 
(1) 公共下水道計画 
 本市域は、神通川及び常願寺川の二大河川によって大きく３分割される。す

なわち、神通川の左岸地域（神通川左岸流域関連、山田処理区、楡原処理区、

南部処理区）、神通川と常願寺川とに挟まれた地域（浜黒崎処理区、大沢野処理

区、大山処理区、小見処理区）、常願寺川の右岸地域（水橋処理区）に分かれる。

そのうち、神通川と常願寺川とに挟まれた地域の浜黒崎処理区については、昭

和２７年に事業着手して以来、整備区域の拡大に努めている。また、常願寺川

の右岸地域の水橋処理区についても平成２年より事業着手がなされ、これらの

２処理区はそれぞれ単独処理区として整備に全力を傾注しているところである。

本市下水道の将来構想では、神通川の左岸地域は流域関連公共下水道と特定環

境保全公共下水道の単独処理区とし、中央部及び常願寺川右岸地域はそれぞれ

単独処理区として方向づけがなされている。 
表 3-1 に公共下水道計画の概要として、全体計画及び事業計画の概要を示す。 
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(2) 将来人口及び汚水量の推移 
「1-2-4  将来人口」において示した通り、本市では、2010(H22)年の 422

千人より人口が減少しており、2040(H52)年には、350 千人になるものと見

込まれている。ここでは、各処理区における将来人口の推移と、それに伴う

発生汚水量の予測を行い、課題となる事象について整理する。 
 富山市全域の将来人口は、社人研が公表している推計値を採用し、その間

の人口は比例補完にて算定する。汚水量の推移については、全体計画年次

（H42 年）までは現況から全体計画年次まで計画値に向かって水量増とし、

全体計画年次以降は、生活系汚水量のみ人口減に伴って水量減を見込み、そ

の他の水量に関しては、同値として計上する。 
次表に示す通り、予測した水量に対し、将来的に必要となる水処理施設系

列数・設備台数を整理する。設備台数については現状の台数のまま、適宜更

新することになるが、浜黒崎浄化センターの水処理施設のみ、2039(H51)年
より必要系列数が 6 台となり、予備機以上の余剰設備が発生する。 

 
そのため、例えば、浜黒崎浄化センターでは、20 年後以降に施設のスペ

ックダウンを検討するか、他処理区の統合を検討することが有益である。 
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表 3-2 流入水量予測と将来施設規模（１／２） 

 

【浜黒崎浄化センター】流入水量予測と将来施設規模 ①の赤字箇所が、人口問題研究所が公表している推計値。その間の人口は補完値

社人研 現在における

推計値 2015年度比 計画水量に 全体計画 採用 必要 必要 必要 必要 必要 必要

ベースの 人口 人口減少を考慮 水量ベース 水量 水処理 重力濃縮 機械濃縮 消化タンク 加圧脱水機 脱水機

人口予測 減少率 した水量予測値 の予測値 系列数 槽数 機数 槽数 機数 機数
① ①÷416,819 (日最大) (日最大) (日最大) 消化日数25日の場合

(人) (－) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (－) (－) (－) (－) (－) (－)

2018 H30 408,632 0.980 10,132 10,132 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2019 H31 406,179 0.974 10,224 10,224 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 6/6
2020 H32 407 ,814 0.978 10,315 10,315 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 6/6
2021 H33 401,275 0.963 10,407 10,407 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 6/6
2022 H34 398,822 0.957 10,501 10,500 10,500 7/8 2/2 2/2 4372×2槽+3900×3槽 4/4 6/6
2023 H35 396,370 0.951 10,863 10,863 7/8 2/2 2/2 4372×2槽+3900×3槽 4/4 6/6
2024 H36 393,918 0.945 10,955 10,955 7/8 2/2 2/2 4372×2槽+3900×3槽 4/4 6/6
2025 H37 395 ,732 0.949 11,047 11,047 8/8 2/2 2/2 4372×2槽+3900×3槽 5/4 6/6
2026 H38 389,013 0.933 11,139 11,139 8/8 2/2 2/2 4372×2槽+3900×3槽 5/4 6/6
2027 H39 386,560 0.927 11,231 11,231 8/8 2/2 2/2 4372×2槽+3900×3槽 5/4 6/6
2028 H40 384,108 0.922 11,322 11,322 8/8 2/2 2/2 4372×2槽+3900×3槽 5/4 6/6
2029 H41 381,656 0.916 11,414 11,414 8/8 2/2 2/2 4372×2槽+3900×3槽 5/4 6/6
2030 H42 381 ,752 0.916 11,508 11,507 11,507 8/8 2/2 2/2 4372×2槽+3900×3槽 5/4 6/6
2031 H43 376,751 0.904 11,417 11,417 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2032 H44 374,299 0.898 11,371 11,371 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2033 H45 371,846 0.892 11,331 11,331 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2034 H46 369,394 0.886 11,291 11,291 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2035 H47 366 ,313 0.879 11,238 11,238 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2036 H48 364,489 0.874 11,205 11,205 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2037 H49 362,037 0.869 11,158 11,158 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2038 H50 359,584 0.863 11,118 11,118 7/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2039 H51 357,132 0.857 11,079 11,079 6/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6
2040 H52 349 ,867 0.839 10,946 10,946 6/8 2/2 2/2 4372×1槽+3900×3槽 4/4 5/6

※ ：1系列の水処理能力の目安 ：余剰設備

【水橋浄化センター】流入水量予測と将来施設規模 ①の赤字箇所が、人口問題研究所が公表している推計値。その間の人口は補完値

社人研 現在における

推計値 2015年度比 計画水量に 全体計画 採用 必要 必要 必要 必要

ベースの 人口 人口減少を考慮 水量ベース 水量 水処理 濃縮機 機械濃縮 - - 脱水機

人口予測 減少率 した水量予測値 の予測値 系列数 槽数 機数 機数
① ①÷416,819 (日最大) (日最大) (日最大)

(人) (－) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (－) (－) (－) (－) (－) (－)

2018 H30 408,632 0.980 142,136 148,724 148,724 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2019 H31 406,179 0.974 142,396 151,118 151,118 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2020 H32 407 ,814 0.978 143,471 152,395 152,395 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2021 H33 401,275 0.963 142,441 153,417 153,417 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2022 H34 398,822 0.957 142,368 154,348 154,348 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2023 H35 396,370 0.951 142,319 155,406 155,406 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2024 H36 393,918 0.945 142,335 156,783 156,783 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2025 H37 395 ,732 0.949 143,364 157,805 157,805 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2026 H38 389,013 0.933 142,220 158,788 158,788 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2027 H39 386,560 0.927 142,136 159,621 159,621 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2028 H40 384,108 0.922 142,182 160,588 160,588 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2029 H41 381,656 0.916 142,157 161,747 161,747 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2030 H42 381 ,752 0.916 142,766 164,008 164,008 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2031 H43 376,751 0.904 141,466 141,466 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2032 H44 374,299 0.898 140,817 140,817 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2033 H45 371,846 0.892 140,167 140,167 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2034 H46 369,394 0.886 139,518 139,518 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2035 H47 366 ,313 0.879 138,760 138,760 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2036 H48 364,489 0.874 138,218 138,218 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2037 H49 362,037 0.869 137,677 137,677 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2038 H50 359,584 0.863 137,027 137,027 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2039 H51 357,132 0.857 136,378 136,378 2/2 2/2 1/1 - - 1/2
2040 H52 349 ,867 0.839 134,429 134,429 2/2 2/2 1/1 - - 1/2

※ ：1系列の水処理能力の目安 ：余剰設備（なし）

【大沢野浄化センター】流入水量予測と将来施設規模 ①の赤字箇所が、人口問題研究所が公表している推計値。その間の人口は補完値

社人研 現在における

推計値 2015年度比 計画水量に 全体計画 採用 必要 必要 必要

ベースの 人口 人口減少を考慮 水量ベース 水量 水処理 - 濃縮機 - - 脱水機

人口予測 減少率 した水量予測値 の予測値 系列数 台数 機数
① ①÷416,819 (日最大) (日最大) (日最大)

(人) (－) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (－) (－) (－) (－) (－) (－)

2018 H30 408,632 0.980 9,481 9,481 5/5 - 1/1 - - 2/2
2019 H31 406,179 0.974 9,500 9,500 9,500 5/5 - 1/1 - - 2/2
2020 H32 407 ,814 0.978 9,520 9,520 5/5 - 1/1 - - 2/2
2021 H33 401,275 0.963 9,538 9,538 5/5 - 1/1 - - 2/2
2022 H34 398,822 0.957 9,556 9,556 5/5 - 1/1 - - 2/2
2023 H35 396,370 0.951 9,574 9,574 5/5 - 1/1 - - 2/2
2024 H36 393,918 0.945 9,592 9,592 5/5 - 1/1 - - 2/2
2025 H37 395 ,732 0.949 9,610 9,610 5/5 - 1/1 - - 2/2
2026 H38 389,013 0.933 9,628 9,628 5/5 - 1/1 - - 2/2
2027 H39 386,560 0.927 9,647 9,647 5/5 - 1/1 - - 2/2
2028 H40 384,108 0.922 9,664 9,664 5/5 - 1/1 - - 2/2
2029 H41 381,656 0.916 9,682 9,682 5/5 - 1/1 - - 2/2
2030 H42 381 ,752 0.916 9,699 9,700 9,700 5/5 - 1/1 - - 2/2
2031 H43 376,751 0.904 9,585 9,585 5/5 - 1/1 - - 2/2
2032 H44 374,299 0.898 9,526 9,526 5/5 - 1/1 - - 2/2
2033 H45 371,846 0.892 9,476 9,476 5/5 - 1/1 - - 2/2
2034 H46 369,394 0.886 9,426 9,426 5/5 - 1/1 - - 2/2
2035 H47 366 ,313 0.879 9,359 9,359 5/5 - 1/1 - - 2/2
2036 H48 364,489 0.874 9,317 9,317 5/5 - 1/1 - - 2/2
2037 H49 362,037 0.869 9,259 9,259 5/5 - 1/1 - - 2/2
2038 H50 359,584 0.863 9,208 9,208 5/5 - 1/1 - - 2/2
2039 H51 357,132 0.857 9,158 9,158 5/5 - 1/1 - - 2/2
2040 H52 349 ,867 0.839 8,991 8,991 5/5 - 1/1 - - 2/2

※ ：1系列の水処理能力の目安 ：余剰設備（なし）

21,000m3/日

5,973m3/日

1,940m3/日
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表 3-3 流入水量予測と将来施設規模（２／２） 

 

【大山浄化センター】流入水量予測と将来施設規模 ①の赤字箇所が、人口問題研究所が公表している推計値。その間の人口は補完値

社人研 現在における

推計値 2015年度比 計画水量に 全体計画 採用 必要 必要 必要

ベースの 人口 人口減少を考慮 水量ベース 水量 水処理 濃縮機 - - - 脱水機

人口予測 減少率 した水量予測値 の予測値 系列数 槽数 機数
① ①÷416,819 (日最大) (日最大) (日最大)

(人) (－) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (－) (－) (－) (－) (－) (－)

2018 H30 408,632 0.980 6,303 6,303 4/4 2/2 - - - 2/2
2019 H31 406,179 0.974 6,296 6,296 4/4 2/2 - - - 2/2
2020 H32 407,814 0.978 6,292 6,286 6,286 4/4 2/2 - - - 2/2
2021 H33 401,275 0.963 6,277 6,277 4/4 2/2 - - - 2/2
2022 H34 398,822 0.957 6,272 6,272 4/4 2/2 - - - 2/2
2023 H35 396,370 0.951 6,268 6,268 4/4 2/2 - - - 2/2
2024 H36 393,918 0.945 6,263 6,263 4/4 2/2 - - - 2/2
2025 H37 395,732 0.949 6,258 6,258 4/4 2/2 - - - 2/2
2026 H38 389,013 0.933 6,252 6,252 4/4 2/2 - - - 2/2
2027 H39 386,560 0.927 6,247 6,247 4/4 2/2 - - - 2/2
2028 H40 384,108 0.922 6,242 6,242 4/4 2/2 - - - 2/2
2029 H41 381,656 0.916 6,237 6,237 4/4 2/2 - - - 2/2
2030 H42 381,752 0.916 6,232 6,226 6,226 4/4 2/2 - - - 2/2
2031 H43 376,751 0.904 6,162 6,162 4/4 2/2 - - - 2/2
2032 H44 374,299 0.898 6,127 6,127 4/4 2/2 - - - 2/2
2033 H45 371,846 0.892 6,096 6,096 4/4 1/2 - - - 2/2
2034 H46 369,394 0.886 6,066 6,066 4/4 1/2 - - - 2/2
2035 H47 366,313 0.879 6,025 6,025 4/4 1/2 - - - 2/2
2036 H48 364,489 0.874 6,000 6,000 4/4 1/2 - - - 2/2
2037 H49 362,037 0.869 5,964 5,964 4/4 1/2 - - - 2/2
2038 H50 359,584 0.863 5,934 5,934 4/4 1/2 - - - 2/2
2039 H51 357,132 0.857 5,903 5,903 4/4 1/2 - - - 2/2
2040 H52 349,867 0.839 5,802 5,802 4/4 1/2 - - - 2/2

※ ：1系列の水処理能力の目安 ：余剰設備（なし）

【小見浄化センター】流入水量予測と将来施設規模 ①の赤字箇所が、人口問題研究所が公表している推計値。その間の人口は補完値

社人研 現在における

推計値 2015年度比 計画水量に 全体計画 採用 必要 必要

ベースの 人口 人口減少を考慮 水量ベース 水量 水処理 汚泥 - - - -

人口予測 減少率 した水量予測値 の予測値 系列数 濃縮槽
① ①÷416,819 (日最大) (日最大) (日最大)

(人) (－) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (－) (池) (－) (－) (－) (－)

2018 H30 408,632 0.980 2,056 2,056 3/4 2/2 - - - -
2019 H31 406,179 0.974 2,173 2,173 3/4 2/2 - - - -
2020 H32 407,814 0.978 2,289 2,300 2,289 3/4 2/2 - - - -
2021 H33 401,275 0.963 2,289 2,289 3/4 2/2 - - - -
2022 H34 398,822 0.957 2,289 2,289 3/4 2/2 - - - -
2023 H35 396,370 0.951 2,289 2,289 3/4 2/2 - - - -
2024 H36 393,918 0.945 2,289 2,289 3/4 2/2 - - - -
2025 H37 395,732 0.949 2,289 2,289 3/4 2/2 - - - -
2026 H38 389,013 0.933 2,289 2,289 3/4 2/2 - - - -
2027 H39 386,560 0.927 2,289 2,289 3/4 2/2 - - - -
2028 H40 384,108 0.922 2,289 2,289 3/4 2/2 - - - -
2029 H41 381,656 0.916 2,289 2,289 3/4 2/2 - - - -
2030 H42 381,752 0.916 2,289 2,300 2,289 3/4 2/2 - - - -
2031 H43 376,751 0.904 2,282 2,282 3/4 2/2 - - - -
2032 H44 374,299 0.898 2,278 2,278 3/4 2/2 - - - -
2033 H45 371,846 0.892 2,275 2,275 3/4 1/2 - - - -
2034 H46 369,394 0.886 2,272 2,272 3/4 1/2 - - - -
2035 H47 366,313 0.879 2,267 2,267 3/4 1/2 - - - -
2036 H48 364,489 0.874 2,264 2,264 3/4 1/2 - - - -
2037 H49 362,037 0.869 2,260 2,260 3/4 1/2 - - - -
2038 H50 359,584 0.863 2,257 2,257 3/4 1/2 - - - -
2039 H51 357,132 0.857 2,254 2,254 3/4 1/2 - - - -
2040 H52 349,867 0.839 2,243 2,243 3/4 1/2 - - - -

※ ：1系列の水処理能力の目安 ：余剰設備（なし）

【山田浄化センター】流入水量予測と将来施設規模 ①の赤字箇所が、人口問題研究所が公表している推計値。その間の人口は補完値

社人研 現在における

推計値 2015年度比 計画水量に 全体計画 採用 必要 必要

ベースの 人口 人口減少を考慮 水量ベース 水量 水処理 重力濃縮 - - - -

人口予測 減少率 した水量予測値 の予測値 系列数 槽数
① ①÷416,819 (日最大) (日最大) (日最大)

(人) (－) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (－) (池) (－) (－) (－) (－)

2018 H30 408,632 0.980 1,271 1,271 2.5/2.5 2/3 - - - -
2019 H31 406,179 0.974 1,265 1,265 2.5/2.5 2/3 - - - -
2020 H32 407,814 0.978 1,259 1,259 1,259 2.5/2.5 2/3 - - - -
2021 H33 401,275 0.963 1,249 1,249 2.5/2.5 2/3 - - - -
2022 H34 398,822 0.957 1,243 1,243 2.4/2.5 2/3 - - - -
2023 H35 396,370 0.951 1,237 1,237 2.4/2.5 2/3 - - - -
2024 H36 393,918 0.945 1,231 1,231 2.4/2.5 2/3 - - - -
2025 H37 395,732 0.949 1,224 1,224 2.4/2.5 2/3 - - - -
2026 H38 389,013 0.933 1,219 1,219 2.4/2.5 2/3 - - - -
2027 H39 386,560 0.927 1,213 1,213 2.4/2.5 2/3 - - - -
2028 H40 384,108 0.922 1,208 1,208 2.4/2.5 2/3 - - - -
2029 H41 381,656 0.916 1,202 1,202 2.4/2.5 2/3 - - - -
2030 H42 381,752 0.916 1,195 1,195 1,195 2.3/2.5 2/3 - - - -
2031 H43 376,751 0.904 1,190 1,190 2.3/2.5 2/3 - - - -
2032 H44 374,299 0.898 1,187 1,187 2.3/2.5 2/3 - - - -
2033 H45 371,846 0.892 1,184 1,184 2.3/2.5 2/3 - - - -
2034 H46 369,394 0.886 1,181 1,181 2.3/2.5 2/3 - - - -
2035 H47 366,313 0.879 1,178 1,178 2.3/2.5 2/3 - - - -
2036 H48 364,489 0.874 1,176 1,176 2.3/2.5 2/3 - - - -
2037 H49 362,037 0.869 1,173 1,173 2.3/2.5 2/3 - - - -
2038 H50 359,584 0.863 1,170 1,170 2.3/2.5 2/3 - - - -
2039 H51 357,132 0.857 1,167 1,167 2.3/2.5 2/3 - - - -
2040 H52 349,867 0.839 1,159 1,159 2.3/2.5 2/3 - - - -

※ ：1系列の水処理能力の目安 ：余剰設備（なし）

1,575m3/日

1,000m3/日

520m3/日
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(3) ストックマネジメント計画 
 平成 27 年 11 月に施行された改正下水道法において、維持修繕基準の創設や

点検方法・頻度の記載など下水道事業計画の内容変更が示された。 
新たに維持修繕基準が設けられたことにより、下水道の事業計画は「何を造

るか」から「何を造って、どう目標（アウトカム）を達成し、マネジメント・

機能維持を図るか」を示すことが求められており、いわゆる人・モノ・カネの

観点から検討を行うことが必要となった。 
こうした改正の動きに合わせ、国からは技術的・財政的な支援を目的に、平

成 27 年 11 月に「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライ

ン-2015 年版-」（以下、「ストックマネジメントのガイドライン」とする）が発

刊され、平成 28 年度の新規施策として「下水道ストックマネジメント支援制

度」が創設されている。 
こうした背景を受けて、本市では、施設全体でストックマネジメント計画を

策定している（ポンプ場及び処理場は近年見直し予定）。管路施設については「富

山公共下水道管路施設管理構想策定業務委託」を、ポンプ場・処理場施設につ

いては、「富山市小見浄化センター外 8 施設再構築基本設計（既存施設活用計

画）検討業務委託」の中で、市内 8 浄化センターについて中長期的な観点で再

構築計画を検討している。ここでは、改築事業予測結果について取りまとめる

が、全ての管路施設・処理場施設を標準耐用年数で改築する場合は、年間 94
億円、目標耐用年数（管路は健全度Ⅱ）で改築する場合でも年間 50 億円の投

資が必要と予測されており、膨大なストックを効率的にマネジメントしていく

視点が重要となる。 

 

図 3-2 ストックマネジメント計画の概要 



3-8 
 

  管路施設 

 

  ポンプ場・処理場 

 

  全体 

 

 
図 3-3 長期的な改築事業のシナリオ 

整備済みの全ての管渠に対し、健全度Ⅱ以下で改築するシナリオを、長期的な改築事業のシナリオとして設定した。
長期的な改築事業費の算定は、マルコフ推移確率により整備年数毎の健全度内訳を推定し、現在の改築必要延長を設定した。改築を実施し
た管渠は健全度Ⅴに回復するものとし、その他管渠については、1年経過後の健全度割合を推計した。
なお、改築単価は、第１章の長期的な改築需要の見通しと同様の方法にて行った。
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(4) 将来における料金収益の推移 
使用料収入の予測に必要な将来人口は、「富山市 まち・ひと・しごと総合戦略」

の算定結果を用いるものとし、各年度の人口推計については、富山市で推計さ

れた 5 年毎の推計結果を線形補完し年度毎の人口推計値とした。各年度の人口

減少率については、対前年比で 0.2%～0.6%で減少していく傾向である。 
 

表 3-4 人口推計結果 

 
 
 使用料収入の推計については、人口減少を加味して試算する必要があり、過

去 5 年間の有収水量を基に人口減少割合を乗じて、浄化センター毎に有収水量

の推計を行った。なお、ここでは現有施設について集計するため、流域下水道

へ統合予定である倉垣浄水園についても使用料収入を算定するものとする。 
 

表 2 2 過去の有収水量の平均値 

 
 

  

【千人】

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
人口推計 422 421 420 419 418 417 416 414 413 411
対前年比 0.9976 0.9976 0.9976 0.9976 0.9976 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966

H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
人口推計 410 409 407 406 404 403 401 399 398 396
対前年比 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.9965 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955

H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51
人口推計 394 392 390 388 386 384 382 379 377 374
対前年比 0.9955 0.9949 0.9949 0.9949 0.9948 0.9948 0.9938 0.9937 0.9937 0.9936

H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61
人口推計 372 370 367 365 362 360 358 356 355 353
対前年比 0.9936 0.9935 0.9935 0.9935 0.9934 0.9934 0.995 0.995 0.9949 0.9949

H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69 H70 H71
人口推計 351 349 347 345 343 341 339 337 334 332
対前年比 0.9949 0.9943 0.9943 0.9942 0.9942 0.9942 0.9935 0.9935 0.9935 0.9934

【千㎥】
H25 H26 H27 H28 H29 5年平均

浜黒崎 26,640 26,671 26,722 26,821 27,285 26,828
水橋 1,399 1,381 1,265 1,278 1,208 1,306
倉垣 315 311 286 302 283 299
大沢野 1,765 1,773 1,745 1,751 1,740 1,755
大山 681 676 661 659 671 670
小見 78 71 71 66 45 66
山田 127 127 124 122 123 125
楡原 67 67 69 73 69 69
南部 35 34 31 32 29 32

合計 31,107 31,111 30,974 31,104 31,453 31,150
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表 3-5 有収水量の推計 

 
  

【千㎥】

大沢野

地域

山田

地域

浜黒崎 水橋 倉垣 大沢野 大山 小見 山田 楡原 南部

H30 2018 26,737 1,302 298 1,749 667 66 124 69 32 31,044
H31 2019 26,646 1,298 297 1,743 665 66 124 69 32 30,940
H32 2020 26,555 1,294 296 1,737 663 66 124 69 32 30,836
H33 2021 26,464 1,290 295 1,731 661 66 124 69 32 30,732
H34 2022 26,373 1,286 294 1,725 659 66 124 69 32 30,628
H35 2023 26,282 1,282 293 1,719 657 66 124 69 32 30,524
H36 2024 26,191 1,278 292 1,713 655 66 124 69 32 30,420
H37 2025 26,100 1,274 291 1,707 653 66 124 69 32 30,316
H38 2026 25,983 1,268 290 1,699 650 66 123 69 32 30,180
H39 2027 25,866 1,262 289 1,691 647 66 122 69 32 30,044
H40 2028 25,749 1,256 288 1,683 644 66 121 69 32 29,908
H41 2029 25,632 1,250 287 1,675 641 66 120 69 32 29,772
H42 2030 25,515 1,244 286 1,667 638 66 119 69 32 29,636
H43 2031 25,385 1,238 285 1,659 635 66 118 69 32 29,487
H44 2032 25,255 1,232 284 1,651 632 66 117 69 32 29,338
H45 2033 25,125 1,226 283 1,643 629 66 116 69 32 29,189
H46 2034 24,995 1,220 282 1,635 626 66 115 69 32 29,040
H47 2035 24,865 1,214 281 1,627 623 66 114 69 32 28,891
H48 2036 24,710 1,206 279 1,617 619 66 113 69 32 28,711
H49 2037 24,555 1,198 277 1,607 615 66 112 69 32 28,531
H50 2038 24,400 1,190 275 1,597 611 66 111 69 32 28,351
H51 2039 24,245 1,182 273 1,587 607 66 110 69 32 28,171
H52 2040 24,090 1,174 271 1,577 603 66 109 69 32 27,991
H53 2041 23,935 1,166 269 1,567 599 66 108 69 32 27,811
H54 2042 23,780 1,158 267 1,557 595 66 107 69 32 27,631
H55 2043 23,625 1,150 265 1,547 591 66 106 69 32 27,451
H56 2044 23,470 1,142 263 1,537 587 66 105 69 32 27,271
H57 2045 23,315 1,134 261 1,527 583 66 104 69 32 27,091
H58 2046 23,198 1,128 260 1,519 580 66 103 69 32 26,955
H59 2047 23,081 1,122 259 1,511 577 66 102 69 32 26,819
H60 2048 22,964 1,116 258 1,503 574 66 101 69 32 26,683
H61 2049 22,847 1,110 257 1,495 571 66 100 69 32 26,547
H62 2050 22,730 1,104 256 1,487 568 66 99 69 32 26,411
H63 2051 22,600 1,098 255 1,479 565 66 98 69 32 26,262
H64 2052 22,470 1,092 254 1,471 562 66 97 69 32 26,113
H65 2053 22,340 1,086 253 1,463 559 66 96 69 32 25,964
H66 2054 22,210 1,080 252 1,455 556 66 95 69 32 25,815
H67 2055 22,080 1,074 251 1,447 553 66 94 69 32 25,666
H68 2056 21,938 1,067 249 1,438 549 66 93 69 32 25,501
H69 2057 21,796 1,060 247 1,429 545 66 92 69 32 25,336
H70 2058 21,654 1,053 245 1,420 541 66 91 69 32 25,171
H71 2059 21,512 1,046 243 1,411 537 66 90 69 32 25,006
H72 2060 21,370 1,039 241 1,402 533 66 89 69 32 24,841

富山地域 大山地域 細入地域
合計

地域

処理場
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浄化センター毎に推計した有収水量に過去の使用料単価の平均値を乗じて、

各浄化センターの使用料収入を算出した。 
算出結果については、平成 30 年度に 5,124 百万円である使用料収入は、平

成 49 年には 4,707 百万円（対 H30 年▲8%）となり、平成 59 年には 4,423 百

万円（対 H30 年▲14%）となり、現状の使用料金制度を前提にすると減収が見

込まれる。 
表 3-6 過去の使用料単価の平均値 

 
  

【円/㎥】
H25 H26 H27 H28 H29 5年平均

富山市 183.69 183.02 181.99 182.14 182.95 182.76
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表 3-7 使用料収入の推計 

 
  

【百万円】

大沢野

地域

山田

地域

浜黒崎 水橋 倉垣 大沢野 大山 小見 山田 楡原 南部

H30 2018 4,886 238 54 320 122 12 23 13 6 5,124
H31 2019 4,870 237 54 319 122 12 23 13 6 5,107
H32 2020 4,853 236 54 317 121 12 23 13 6 5,089
H33 2021 4,837 236 54 316 121 12 23 13 6 5,073
H34 2022 4,820 235 54 315 120 12 23 13 6 5,055
H35 2023 4,803 234 54 314 120 12 23 13 6 5,037
H36 2024 4,787 234 53 313 120 12 23 13 6 5,021
H37 2025 4,770 233 53 312 119 12 23 13 6 5,003
H38 2026 4,749 232 53 311 119 12 22 13 6 4,981
H39 2027 4,727 231 53 309 118 12 22 13 6 4,958
H40 2028 4,706 230 53 308 118 12 22 13 6 4,936
H41 2029 4,684 228 52 306 117 12 22 13 6 4,912
H42 2030 4,663 227 52 305 117 12 22 13 6 4,890
H43 2031 4,639 226 52 303 116 12 22 13 6 4,865
H44 2032 4,616 225 52 302 116 12 21 13 6 4,841
H45 2033 4,592 224 52 300 115 12 21 13 6 4,816
H46 2034 4,568 223 52 299 114 12 21 13 6 4,791
H47 2035 4,544 222 51 297 114 12 21 13 6 4,766
H48 2036 4,516 220 51 296 113 12 21 13 6 4,736
H49 2037 4,488 219 51 294 112 12 20 13 6 4,707
H50 2038 4,459 217 50 292 112 12 20 13 6 4,676
H51 2039 4,431 216 50 290 111 12 20 13 6 4,647
H52 2040 4,403 215 50 288 110 12 20 13 6 4,618
H53 2041 4,374 213 49 286 109 12 20 13 6 4,587
H54 2042 4,346 212 49 285 109 12 20 13 6 4,558
H55 2043 4,318 210 48 283 108 12 19 13 6 4,528
H56 2044 4,289 209 48 281 107 12 19 13 6 4,498
H57 2045 4,261 207 48 279 107 12 19 13 6 4,468
H58 2046 4,240 206 48 278 106 12 19 13 6 4,446
H59 2047 4,218 205 47 276 105 12 19 13 6 4,423
H60 2048 4,197 204 47 275 105 12 18 13 6 4,401
H61 2049 4,175 203 47 273 104 12 18 13 6 4,378
H62 2050 4,154 202 47 272 104 12 18 13 6 4,356
H63 2051 4,130 201 47 270 103 12 18 13 6 4,331
H64 2052 4,107 200 46 269 103 12 18 13 6 4,307
H65 2053 4,083 198 46 267 102 12 18 13 6 4,281
H66 2054 4,059 197 46 266 102 12 17 13 6 4,256
H67 2055 4,035 196 46 264 101 12 17 13 6 4,231
H68 2056 4,009 195 46 263 100 12 17 13 6 4,204
H69 2057 3,983 194 45 261 100 12 17 13 6 4,177
H70 2058 3,957 192 45 260 99 12 17 13 6 4,149
H71 2059 3,931 191 44 258 98 12 16 13 6 4,122
H72 2060 3,906 190 44 256 97 12 16 13 6 4,096

地域 富山地域 大山地域 細入地域
合計

処理場
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(5) 合流改善計画 
 「平成 25 年度富山市松川処理分区合流式下水道緊急改善変更計画」におい

て、合流式下水道区域（松川排水区；約 277ha）の浸水被害の早期軽減の抜本

的な対策と松川の水質保全に向けた検討を行っている。 
 

 

図 3-4 合流区域位置図 

 
【富山市の合流式下水道の改善目標】 
①汚濁負荷量の削減 
  当該合流式下水道より排出される汚濁負荷量を仮に分流式下水道に置

き換えた場合において排出する汚濁負荷量と同程度以上となるよう削

減する。 
②公衆衛生上の安全確保 
  合流式下水道の吐き口から未処理放流される回数を対策前の放流回数

から半減させる。近接した吐き口を合せて放流回数を半減する。 
③きょう雑物の削減 
  合流式下水道の吐き口できょう雑物の流出を極力防止する。 
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【富山市の合流式下水道の改善項目】 
表 3-8 合流改善対策の実施内容 

 
 
【富山市の合流式下水道の課題点】 
  現計画は平成 23 年策定の全体計画に基づいており、合流区域からの雨

天時遮集量は、越流回数半減の目標達成から決まっている。 
  今後人口減少等により合流区域内の晴天時汚水量が減少してきた場合、

目標達成に係る雨天時遮集量が下方変更され、見直しされた場合の雨天

時遮集量によって、岩瀬汚水中継ポンプ場及び浜黒崎浄化センターの設

備並びに運転操作への影響が考えられる。 
  特に、浜黒崎浄化センターに設けられている簡易処理高度化施設の規模

にも影響すると考えられる。  
  合流区域の浸水対策と合流改善にために設けられた松川貯留管に貯ま

った雨天時下水は、岩瀬汚水中継ポンプ場及び浜黒崎浄化センターの状

況を見ながら浜黒崎浄化センターに返送されるものであり、今後の汚水

量の推移を踏まえて返送操作を変えていくことが考えられる。 
  以上より、水量減少に伴う合流改善計画上の問題はない。（むしろ、良

好な方向に進む）。但し、浜黒崎処理区に他処理区を統合する場合は、

懸念事項が増える。 
  

 

主要な改善項目 

 

対策 

 

対策概要 

 

 

 

 

 

汚濁負荷量削減 
＋ 

未処理放流回数削減 

 

 

① 

 

遮集量の増大 

（浜黒崎浄化センターへの 

送水量の増大） 

 

（ｱ） 

吐口の堰の嵩上げ 
（雨水吐き室№1） 

吐口の堰の嵩上げ 
（雨水吐き室№3） 

（ｲ） 
堰の設置 

（雨水吐き室№1） 

（ｳ） 
遮集管（送水管）の増強 

（牛島ポンプ場） 

② 簡易処理施設の高度化 

（高速ろ過化） 

浜黒崎浄化センターにおける簡易処理施設

の高度化（154,000m3/日） 

③ 部分分流化 
合流区域の一部を分流化 

（四ツ谷川流域） 

 

夾雑物の削減 

④ スクリーンの更新 吐口のスクリーンを目幅縮小（2か所） 

⑤ 水面制御装置の設置 水面制御装置を設置（3か所） 

臭気の対策 ⑥ 防臭シートの設置 （雨水吐き室№3） 
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(6) 処理場の統廃合検討 
「平成 30 年度 富山公共下水道下水処理場統合基礎検討業務委託」におい

て、将来的な人口及び水量減少を見込み、処理場の統合について検討してい

る。検討の流れは、第１ステップにて、統合の可能性がある処理区を施工性、

維持管理性及び経済性などの総合的な評価で選定し、第２ステップで、統合

可能性がある処理区の最適統合時期を設定するものとしている。 
 

 
図 3-5 平成 30 年度 富山公共下水道下水処理場統合基礎検討 業務フロー 

 

第１ステップの統合ケースについては、統合する処理区が比較的近接して

こと、経済的に統合有利となる可能性がある８ケースについて検討し、総合

的な評価から下記の結論となっている。 

 
  

＜第１ステップ：結論＞ 
・水橋処理区、大沢野処理区及び大山処理区を浜黒崎処理区へ統合する

ケースが、施工性、経済性、維持管理性の面において有利である。 
・浜黒崎処理区以外への統合によるスケールメリットは小さいことが予

想される。 
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表 3-9 第１ステップ：統合検討ケース 

 

 

図 3-6 第１ステップ：統合検討ケース 

 

項目 内容 備考 

ケース 1 大沢野処理区を大山処理区に統合  

ケース 2 大沢野処理区を浜黒崎処理区に統合  

ケース 3 大山処理区を浜黒崎処理区に統合  

ケース 4 小見処理区を大山処理区に統合  

ケース 5 南部処理区を楡原処理区に統合  

ケース 6 山田処理区を流域下水道に統合  

ケース 7 水橋処理区を浜黒崎処理区に統合  

ケース 8 大沢野処理区と大山処理区を 

浜黒崎処理区に統合 

大山⇒大沢野

⇒浜黒崎 
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表 3-10 費用関数を用いた経済有利性検討結果まとめ 
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 次に、処理場統廃合の可能性があると判断された下記ケースについて、国費

返還額を考慮した最適統合時期の検討を行っている。 
 

表 3-11 第２ステップ：統合時期の最適検討ケース 

 
 
 

統合準備に係る年数を考慮して、10 年後から 50 年後までに統合が最も有利

となる年度を検討した結果は、下記の通りとなっている。 
 

 

 
次頁に、国費返還額による最適接続時期の検討ケースの一例（ケース１：大沢

野処理区⇒浜黒崎処理区統合ケース）を示すとともに、検討結果まとめ表を示

す。 

較ケース一覧  

ｹｰｽ 廃止処理区  

⇒  

統合先処理区  

１  水橋  - - 

浜黒崎  
２  - 大沢野  - 

３  - - 大山  

４  - 大沢野  大山  

＜第２ステップ：結論＞ 
・水橋処理区は、H66（2054）年が最も統合有利であり、約 35 年後に浜

黒崎処理区へ統合することが有益である。 
・大沢野処理区と大山処理区は同時期に浜黒崎処理区へ統合する方が有

益であり、約 30 年後の統合が望ましい。 
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表 3-12  国費返還を考慮した場合の経済比較（施設の更新を行いながら浜黒崎処理区へ接続した場合）【水橋処理区⇒浜黒崎処理区】【全 4ケース】 
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表 3-13  国費返還額による最適接続時期の検討結果まとめ 

 

年当り費用の差額一覧表 単位：百万円

和暦 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57

西暦 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

経過年数 (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)

現在からの年数 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

水橋処理区
- 106.3 91.0 41.8 1,022.7 971.7 876.7 1,447.8 1,563.5 1,385.6 1,127.1 967.1 802.8 637.5 424.5 213.0 158.1 115.8 60.2 6.3 -71.7 -245.6 -261.1 -129.7 -169.2 23.6 953.4 893.2

大沢野処理区
- 145.2 75.3 332.8 307.2 287.5 500.6 459.6 399.0 381.9 305.0 323.9 277.7 151.5 253.7 224.7 187.6 172.5 128.5 182.7 154.6 122.7 315.3 293.4 247.3 342.5 266.1 232.1

大山処理区
- 54.6 51.0 825.6 879.8 766.9 694.6 625.3 579.4 503.8 95.0 41.6 31.6 71.5 59.7 46.1 35.7 63.6 49.6 113.4 99.5 118.1 97.2 144.1 99.7 167.3 200.4 170.3

大沢野処理区+大山処理区
- 164.8 91.3 1,123.4 1,152.0 1,019.4 1,114.6 1,013.9 916.6 831.8 355.1 338.0 286.9 91.5 181.9 139.3 91.8 104.6 46.6 164.6 122.6 109.3 281.0 306.0 215.5 378.3 335.0 270.9

和暦 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 H75 H76 H77 H78 H79 H80 H81

西暦 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069

経過年数 (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76)

現在からの年数 (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 事業費

水橋処理区
- 788.9 682.0 558.5 459.9 289.6 209.2 101.9 -2.6 -351.7 328.8 553.9 485.4 416.9 348.4 279.9 367.7 528.8 303.5 234.8 392.4 1,284.4 1,183.7 1,007.8 728.8 351.7

大沢野処理区
- 209.9 80.5 59.8 59.4 19.8 63.5 61.5 105.6 138.5 118.4 88.0 134.3 180.0 151.3 109.2 189.7 344.6 306.3 315.9 312.3 337.4 546.1 438.6 555.0 -

大山処理区
- 159.6 139.7 104.0 110.2 46.7 612.5 618.2 629.6 567.7 507.3 441.5 384.6 28.1 -15.8 -27.2 28.7 23.4 17.9 306.5 430.3 501.1 476.1 463.9 565.2 27.2

大沢野処理区+大山処理区
- 238.0 88.7 32.3 38.1 -65.0 544.5 548.2 603.7 574.7 494.2 398.0 387.4 76.6 4.0 -49.5 86.9 236.5 192.7 490.9 611.1 707.0 890.7 771.0 988.7 65.0

※統合準備期間を考慮して、10年後を対象に集計

(参考)各処理場の更新計画一覧表 単位：百万円

和暦 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57

西暦 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

経過年数 (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)

現在からの年数 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

水橋浄化センター
- 1,396.0 2,254.0 1,146.0 710.0 1,825.0 2,134.0 537.0 0.0 1.0 30.0 218.0 479.0 427.0 17.0 21.0 15.0 8.0 8.0 0.0 294.0 751.0 1,150.0 676.0 1,475.0 1,113.0 74.0 13.0

大沢野浄化センター
- 209.0 214.0 76.0 286.0 237.0 5.0 41.0 185.0 207.0 56.0 35.0 146.0 126.0 18.0 96.0 102.0 78.0 85.0 81.0 277.0 243.0 56.0 93.0 59.0 6.0 39.0 39.0

大山下水処理場
- 348.0 834.0 936.0 130.0 3.0 14.0 30.0 32.0 21.0 34.0 43.0 53.0 57.0 9.0 24.0 47.0 82.0 99.0 125.0 63.0 63.0 69.0 119.0 106.0 161.0 82.0 32.0

和暦 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 H75 H76 H77 H78 H79 H80 H81

西暦 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069

経過年数 (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76)

現在からの年数 (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 更新費

水橋浄化センター
- 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.0 647.0 1,812.0 2,135.0 540.0 3.0 1.0 324.0 967.0 1,248.0 459.0 385.0 647.0 1,476.0 1,223.0 350.0 610.0 1,322.0 1,311.0 2,254.0

大沢野浄化センター
- 6.0 33.0 59.0 76.0 72.0 91.0 124.0 50.0 11.0 85.0 160.0 90.0 30.0 160.0 314.0 200.0 81.0 105.0 86.0 297.0 265.0 249.0 329.0 324.0 329.0

大山下水処理場
- 32.0 21.0 34.0 284.0 639.0 721.0 143.0 82.0 4.0 5.0 2.0 2.0 0.0 24.0 97.0 120.0 144.0 301.0 398.0 240.0 118.0 98.0 177.0 180.0 936.0

更新費

2,135.0

329.0

721.0

※10年後を対象に集計した場合

H32

H80

H33

　考　察

H63

最も更新費が

高額となる年度※

対象年度

H66

H80

・浜黒崎浄化センターへの統合時期に関して、水橋処理区はH66(2056)年、大山処理区はH72(2060)年が最も有益である。
・一方、大沢野浄化センターは現更新計画を予定通り実施する場合、単独での統合が有益になることはない。
・統合による費用メリットが最も大きい水橋処理区については、約20年後の統合も有益である。
・大沢野処理区は大山処理区と併せて統合することで有益になる時期があり、かつ大山処理区は単独で統合するより大沢野処理区と併せて統合する方が有益になる。

・以上より、今後の人口減少に伴う水量や料金収入の減少を考慮すると、3つの処理区をいち早く浜黒崎処理区に統合することが望ましく、水橋処理区はH52(2040)年、大沢野処理区と大山処理区はH62(2050)年に統合
することが有益である。

浜黒崎処理区への
統合パターン

浜黒崎処理区への
統合パターン

処理場名

処理場名

最も統合が

有利な年度※

対象年度

H66

-

H72

H62

最も更新費が
高額となる年度

対象年度

赤字 ：統合有利 青字 ：存続有利
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(7) 計画諸元の整理（まとめ） 
(1)～(6)より、計画に関するまとめを下記に示す。 
 

項目 課題点等 

ストック ・全ての管路施設・処理場施設を標準耐用年数で改築する場合は、年間

94 億円、目標耐用年数（管路は健全度Ⅱ）で改築する場合でも年間 50

億円の投資が必要と予測されており、膨大なストックを効率的にマネジ

メントしていく視点が重要となる。 

 

水量 ・水量減少に伴って、浜黒崎浄化センターでは余剰設備ができる可能性

が高い。そのため、処理区統合により施設の有効活用が望まれる。 

・合流改善上は、汚水量減少によって、目標達成に係る雨天時遮集量が

下方変更されるため、大きな課題点はない。 

 

料金 ・人口減少に伴って、使用料収入は 22 年間で約 20％減少する見込みで

ある。 

・今後、改築集中期を迎えることを考慮すると、料金体系を変更するか、

より効率的な維持管理が求められる。 

 

統合計画 ・人口減少に伴う処理区統合は、健全な経営を行う上で重要な事業であ

る。特に、浜黒崎浄化センターは、処理区統合によるスケールメリッ

トが大きいことから、設備の大規模更新が必要な時期の前に、統廃合

を行うとより有益である。 

・具体的には、水橋浄化センターは、H66（2054）年が最も統合有利と

なるため、現在から 35年後に統合することが望ましい。 

・大山下水処理場は、大沢野浄化センターの統合に併せるか、その後に

統合するか、いずれかの統合ケースが有利であり、H60（2048）年以

降、つまり、現在から 30年後の統合が望ましい。 
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3-3.  対象施設の整理 
3-3-1  対象施設の状況 

 次ページ以降に対象施設の概要を示す。
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図 3-7 富山市の下水処理場 位置図

図① 

図② 

図① 

図② 
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(1) 浜黒崎浄化センター 
表 3-14 浜黒崎浄化センターの概要 

排除方式 分流式（一部合流） 
汚水処理方式 標準活性汚泥法 

処理能力 
全体計画 162,900 m3/日 
事業計画 171,800 m3/日 

放流先 富山湾 
汚泥処理方式 濃縮-消化-脱水 
 ・汚泥濃縮方式 重力濃縮＋機械濃縮（遠心） 
 ・汚泥脱水方式 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機、ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ脱水機 
 ・処分方式 場外搬出 
維持管理状況 常駐 

 

 
図 3-8 浜黒崎浄化センターの航空写真 
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(2) 水橋浄化センター 
表 3-15 水橋浄化センターの概要 

排除方式 分流式 
汚水処理方式 標準活性汚泥法 

処理能力 
全体計画 11,600m3/日 
事業計画 10,500m3/日 

放流先 辻ヶ堂排水路 
汚泥処理方式 濃縮-脱水-焼却 
 ・汚泥濃縮方式 重力濃縮+機械濃縮機 
 ・汚泥脱水方式 遠心脱水機 
 ・汚泥焼却方式 焼却炉（現状は休止） 
 ・処分方式 場外搬出 
維持管理状況 常駐 

 

 
図 3-9 水橋浄化センターの周辺状況 
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(3) 大沢野浄化センター 
表 3-16 大沢野浄化センターの概要 

排除方式 分流式 
汚水処理方式 回分式活性汚泥法 

処理能力 
全体計画 9,700 m3/日 
事業計画 9,500 m3/日 

放流先 大久保川 
汚泥処理方式 濃縮-脱水 
 ・汚泥濃縮方式 常圧浮上濃縮 
 ・汚泥脱水方式 遠心脱水機 
 ・処分方式 場外搬出 
維持管理状況 常駐 

 

 
図 3-10 大沢野浄化センターの周辺状況 
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(4) 大山下水処理場 
表 3-17 大山下水処理場の概要 

排除方式 分流式 
汚水処理方式 標準活性汚泥法 

処理能力 
全体計画 6,300m3/日 
事業計画 6,300m3/日 

放流先 熊野川 
汚泥処理方式 濃縮-消化-脱水 
 ・汚泥濃縮方式 重力濃縮 
 ・消化方式 嫌気性消化 
 ・汚泥脱水方式 ベルトプレス脱水機 
 ・処分方式 場外搬出 
維持管理状況 常駐 

 

 

図 3-11 大山下水処理場の周辺状況 
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(5) 山田浄化センター 
表 3-18 山田浄化センターの概要 

排除方式 分流式 
汚水処理方式 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃｨｯﾁ法 

処理能力 
全体計画 1,200m3/日 
事業計画 1,260m3/日 

放流先 山田川 
汚泥処理方式 濃縮-脱水 
 ・汚泥脱水方式 遠心脱水機 
 ・処分方式 場外搬出 
維持管理状況 巡回 

 

 

図 3-12 山田浄化センターの周辺状況 
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(6) 南部地区浄化センター 
表 3-19 南部地区浄化センターの概要 

排除方式 分流式 
汚水処理方式 ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃｨｯﾁ法 

処理能力 
全体計画 240m3/日 
事業計画 260m3/日 

放流先 神通川 
汚泥処理方式 脱水-場外搬出 
 ・汚泥脱水方式 遠心脱水機 
 ・処分方式 場外搬出 
維持管理状況 巡回 

 

 

図 3-13 南部地区浄化センターの周辺状況 
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(7) 小見浄化センター 
表 3-20 小見浄化センターの概要 

排除方式 分流式 
汚水処理方式 好気性ろ床法 

処理能力 
全体計画 2,290m3/日 
事業計画 2,300m3/日 

放流先 
農業用排水路を経て一級河川常願寺

川 
汚泥処理方式 濃縮  
 ・処分方式 場外搬出 
維持管理状況 巡回 

 

 
図 3-14 小見浄化センターの周辺状況 
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(8) 楡原浄化センター 
表 3-21 楡原浄化センターの概要 

排除方式 分流式 
汚水処理方式 ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃｨｯﾁ法 

処理能力 
全体計画 630m3/日 
事業計画 630m3/日 

放流先 神通川 
汚泥処理方式 濃縮-脱水 
 ・汚泥脱水方式 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機 
 ・処分方式 場外搬出 
維持管理状況 巡回 

 

 
図 3-15 楡原浄化センターの周辺状 
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3-3-2  維持管理状況の確認 

(1) 維持管理委託の確認 
 現在、各処理場の維持管理は以下に示す業務委託により実施されている。 
 
「浜黒崎浄化センター･倉垣浄水園・水橋浄化センター維持管理業務包括委託」 
  ■浜黒崎浄化センター 
  ■水橋浄化センター 
  ■倉垣浄水園 
 
「富山市大沢野浄化センター外下水道施設維持管理業務委託」 
  ■大沢野浄化センター 
  ■大山下水処理場 
  ■山田浄化センター 
  ■南部地区浄化センター 
  ■小見浄化センター 
  ■楡原浄化センター 
 
 委託仕様内容の整理を以下に示す。 
 
＜契約期間＞ 

表 3-22 委託契約期間の整理 

浜黒崎 水橋 倉垣 大沢野 大山 小見 山田 楡原 南部 

平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日 平成２６年７月１日から平成３１年６月３０日 
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表
 
3
-
2
3
 
委
託
範
囲
整
理
表
 

 
浜
黒
崎

 
水
橋

 
大
沢
野
 
大
山
 
小
見
 
山
田
 
楡
原
 
南
部

 

  運 転 内 容 

(1
) 
運
転
業
務

 
①
中
央
監
視
及
び
操
作

 
②
水
処
理
機
器
の
現
場
運
転
操
作

 
③
非
常
用
発
電
機
無
負
荷
運
転
立
ち
合
い
（

1
回

/月
）

 
④
消
雪
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ運

転
（
冬
季
間
）

 
⑤
井
戸
水
・
上
水
使
用
量
記
録

 
⑥
汚
泥
処
理
機
器
の
現
場
運
転
操
作
（
脱
水
機
運
転
業
務
含
む
）

 
⑩
岩
瀬
汚
水
中
継
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ場

の
遠
隔
運
転
操
作
（
ｹﾞ
ｰ
ﾄ開

度
調
整
、

3
台
目
の
汚
水

ﾎ
ﾟ
ﾝﾌ
ﾟ追

加
）
・
状
態
監
視
（

ﾎ
ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ井

水
位
、
上

野
新
ﾚﾍ
ﾞ
ﾙ）
・
故
障
時
通
報
（
指
定
ポ
ン
プ
場
の
故
障
時
通
報
）

 
⑪
見
学
者
及
び
地
域
交
流
対
応
補
助
、
苦
情
対
応

 
⑫
修
繕
並
び
に
更
新
工
事
に
関
す
る
協
議
、
立
ち
合
い

 
 

(1
) 
運
転
業
務

 
①
施
設
の
監
視
及
び
操
作

 
②
水

 処
 理

施
設
機
器
の
現
場
運
転
操
作

 
③
汚
泥
処
理
施
設
機
器
の
現
場
運
転
操
作

 
④
消
雪
ポ
ン
プ
運
転
管
理

(冬
季

) 
⑤
非
常
用
発
電
機
無
負
荷
運
転
立
ち
合
い
（

1
回

/月
）

 
⑨
簡
易
砂
ろ
過
設
備
（
脱
水
機
用
）
運
転
、
脱
臭
設
備
運
転
・
操

作
 

⑩
井
戸
水
・
上
水
使
用
量
記
録

 
⑪
修
繕
並
び
に
更
新
工
事
に
関
す
る
協
議
、
立
ち
合
い

 

維
持
管
理
業
務
委
託
仕
様
書

 
（
運
転
業
務
計
画
）

 
受
託
者
は
、
各
月
末
ま
で
に
翌
月
の
運
転
業
務
計
画
を
作
成
し
、

委
託
者
に
提
出
す
る

(第
１
２
条

) 
（
運
転
操
作
監
視
）

 
（
１
）
各
種
機
器
の
運
転
操
作
及
び
管
理

 
①
受
託
者
は
、
業
務
の
範
囲
に
お
い
て
、
各
種
機
器
の
機
能
及
び

使
命
を
十
分
理
解
し
、
各
種
機
器
の
特
性
に
応
じ
た
運
転
操
作
を

適
正
か
つ
経
済
的
に
行
う
。

 
②
受
託
者
は
、
運
転
操
作
上
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
都
度
直

ち
に
委
託
者
に
報
告
し
、
協
議
の
上
対
処
。

 
（
２
）
異
常
時
等
の
運
転
操
作
及
び
管
理

 
①
集
中
豪
雨
、
台
風
等
が
事
前
に
予
測
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
状

況
に
よ
り
現
場
待
機
等
の
処
置
を
取
り
、
被
害
を
最
小
限
に
す
る

よ
う
努
め
る
。

 
②
集
中
豪
雨
、
台
風
等
の
異
常
時
は
、
流
入
水
量
、
停
電
の
有
無

等
の
状
況
を
速
や
か
に
委
託
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
委
託
者

の
指
示
に
従
い
的
確
に
対
処
。

 
③

運
転

管
理

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

運
転

を
停

止
又

は

再
開
す
る
場
合
は
、
委
託
者
の
指
示
に
従
い
対
処
。

 

特
記
仕
様
書

 
（
業
務
内
容
）

 
第

9
条

 受
託
者
の
行
う
主
た
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、

各
設
備
の
運
転
管
理
及
び
保
守
点
検

  
 

整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
１
．
水
処
理
設
備
運
転
操
作

 
３
．
汚
泥
処
理
設
備
運
転
操
作
（
但
し
、
小
見
は
濃
縮
設
備
と
す

る
。
）

 

  維 持 管 理 内 容 

(1
) 
運
転
業
務

 
⑦
施
設
の
各
種
機
器
の
巡
視
点
検

 
⑧
水
処
理
施
設
の
各
種
機
器
の
調
整
及
び
ｵｲ
ﾙ、

消
耗
品
交
換

 
⑨
汚
泥
処
理
施
設
の
各
種
機
器
の
調
整
及
び
ｵｲ
ﾙ、

消
耗
品
交
換

 

(1
) 
運
転
業
務

 
⑥
施
設
機
器
の
巡
視
点
検

 
⑦
水
処
理
機
器
の
調
整
及
び
オ
イ
ル
、
消
耗
品
交
換

 
⑧
汚
泥
処
理
機
器
の
調
整
及
び
オ
イ
ル
、
消
耗
品
交
換

 
 

維
持
管
理
業
務
委
託
仕
様
書

 
（
点
検
・
修
理
）

 
第

１
４

条
 

受
託

者
は

、
事

故
等

を
未

然
に

防
止

す
る

と
と

も

に
、
各
種
機
器
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
耐
用
年
数
を
延
ば
す
た

め
、
日
常
及
び
定
期
的
な
点
検
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
２

 
点

検
に

よ
り

設
備

機
器

の
不

良
ま

た
は

事
故

等
を

発
見

し

た
場
合
は
、
そ
の
都
度
状
況
を
記
録
す
る
と
と
も
に
委
託
者
に
直

ち
に
報
告
し
、
指
示
を
仰
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
（
清
掃
と
整
理
）

 
第
１
８
条
 
受
託
者
は
、
業
務
範
囲
内
の
施
設
、
建
物
及
び
そ
の

周
辺

を
常

に
清

掃
し

、
不

要
な

物
品

等
を

整
理

す
る

も
の

と
す

る
。
な
お
、
清
掃
に
は
簡
易
な
除
草
も
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

(2
) 
保
守
点
検
業
務
及
び
清
掃
業
務

 
①
水
処
理
施
設
の
各
設
備
機
器
の
保
守
点
検
、
整
備

 
②
汚
泥
処
理
施
設
の
各
設
備
機
器
の
保
守
点
検
、
整
備

 
③
受
変
電
設
備
、
電
気
室
配
電
設
備
等
、
電
気
設
備
の
保
守
点
検
、

整
備

 
④
施
設
の
小
修
繕
及
び
塗
装

 
⑤
消
雪
ﾉｽ
ﾞﾙ
、
東
側
歩
道
消
雪
配
管
の
閉
塞
除
去
・
吐
出
量
調
整
、

ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ・

ｽ
ﾄ
ﾚ
ｰ
ﾅｰ
・

ｾﾝ
ｻ
ｰの

保
守
点
検
・
整

備
及
び
水
量
、

運
転

時
間
の
記
録

 
⑥
脱
臭
設
備
保
守
点
検
、
整
備

 
⑦
ﾌｨ
ﾙﾀ
ｰプ

レ
ス
脱
水
機
ﾀﾞ
ｲ
ﾔﾌ
ﾗ
ﾑ・

ろ
布
等
交
換

 
⑧
井
戸
水
設
備
の
保
守
点
検
、
整
備

 
⑨
花
壇
整
備
（
植
栽
２
回

/年
・
施
肥
・
適
宜
潅
水
）
、
構
内
及
び

緩
衝
緑
地
帯
外
灯
保
守
点
検
、
整
備

 
⑩
情
報
処
理
設
備
の
保
守

 
⑪
指
定
す
る
水
処
理
施
設
の
保
守
点
検
及
び
定
期
点
検
、
整
備

 
⑫
指
定
す
る
汚
泥
処
理
施
設
の
保
守
点
検
及
び
定
期
点
検
、
整
備

 
⑬
建
築
設
備
（
電
気
、
消
防
用
設
備
、
Ｅ
Ｖ
，
冷
暖
房
、
油
ﾀﾝ
ｸ、

ｸ
ﾚｰ
ﾝ等

）
保
守
点
検
及
び
定
期
点
検
、
整
備

 
⑭

放
流
渠

、
各
建

物
（
屋

内
・
屋

上
含
む

）
、
構
内

の
点
検

、
清

掃
 

⑮
各
建
物
換
気
設
備
の
保
守
点
検
、
整
備
（
ﾌｨ
ﾙ
ﾀｰ
清
掃
含
む
）

 
⑯
沈
砂
・
し
渣
・
ｽｶ
ﾑ・

ｽｸ
ﾘ
ｰﾝ
か
す
搬
出
操
作
、
薬
品
搬
入
立
ち

合
い

 
⑰

管
理
本

館
冷
暖
房

・
衛
生

設
備
保

守
点

検
、
整

備
（
上
水

ﾀ
ﾝ
ｸ

類
含
む
）

 
⑱
沈
砂
・
し
渣
・
ｽｶ
ﾑ・

ｽｸ
ﾘ
ｰﾝ
か
す
搬
出
操
作
、
薬
品
等
搬
入
立

ち
会
い

 
⑲
樹
木
管
理
・
除
草
・
除
雪

 
⑳
酸
素
ボ
ン
ベ
等
の
保
守
点
検

 
㉑
上
記
の
記
録
及
び
報
告
書
作
成

 

(2
) 
保
守
点
検
業
務
及
び
清
掃
業
務

 
①
水
処
理
施
設
の
各
設
備
機
器
の
保
守
点
検
、
整
備

 
②
汚
泥
処
理
施
設
の
各
設
備
機
器
の
保
守
点
検
、
整
備

 
③
施
設
の
小
修
繕
及
び
塗
装

 
④
消
雪

ﾉ
ｽ
ﾞ
ﾙ、

ﾎ
ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ、

ｽ
ﾄ
ﾚ
ｰﾅ
ｰ、

ｾ
ﾝ
ｻｰ
の
保
守
点

検
、
整
備
及

び
水
量
の
記
録

 
⑤
情
報
処
理
設
備
、
電
気
室
等
電
気
設
備
の
保
守
点
検
、
整
備

 
⑥
遠
心
濃
縮
機
設
備
 
保
守
点
検
、
整
備

 
⑦
次
亜
塩
注
入
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ保

守
点
検
、
整
備

 
⑧

空
調
衛

生
、
消

防
用
、

油
ﾀ
ﾝ
ｸ、

非
常

放
送
、

電
話
各

設
備

保

守
点
検
・
整
備

 
⑨
放
流
先
、
構
内
及
び
各
建
物
、
屋
上
点
検
、
建
物
換
気
設
備
保

守
点
検
（
ﾌｨ
ﾙﾀ
ｰ洗

浄
含
む
）
、
整
備

 
⑩
見
学
者
、
苦
情
対
応

 
⑪
ﾐﾆ
公
園
、
緑
地
保
守
点
検

 
⑫

構
内
整

備
（
清

掃
、
除

草
、
除

雪
）・

ﾐ
ﾆ
公
園
池

清
掃
及

び
水

管
理
・
管
理
道
路
の
清
掃
、
除
草
・
ﾐﾆ
公
園
北
側
擁
壁
除
草
（
２

０
０
ｍ
）
・
放
流
先
排
水
路
南
北
除
草
（
２
０
ｍ
）

 
⑬
沈
砂
・
し
渣
・
ｽｶ
ﾑ・

ｽｸ
ﾘｰ
ﾝか

す
、
搬
出
操
作
及
び
薬
品
搬
入

立
ち
合
い

 
⑭
ﾐﾆ
公
園
ﾄｲ
ﾚ、

井
水
槽
等
の
清
掃

 
⑮
酸
素
ﾎﾞ
ﾝﾍ
ﾞ等

の
保
守
点
検

 
⑯
上
記
の
記
録
及
び
報
告
書
作
成

 

特
記
仕
様
書

 
（
定
期
巡
回
点
検
）
 

 
第
８
条

 
 定

期
巡
回
点
検
（
運
転
操
作
業
務
及
び
保
守
点
検

業
務
）
は
、
各
施
設
に
よ
っ
て
処
理
方
式
等
が
異
な
っ
て
い
る
た

め
に

、
各

施
設

の
業

務
日

及
び

点
検

頻
度

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。
 
 
 
尚
、
業
務
の
実
施
は

8
時

30
分
か
ら
５
時

15
分

の
時
間
帯
に
行
な
う
こ
と
と
す
る
。

 

 
２
．
巡
回
点
検
施
設
（
小
見
・
楡
原
・
南
部
地
区
・
山
田
各
浄
化

セ
ン
タ
ー
）
は
、

24
時
間
無
人

で
あ
り
、
受
託
者
が
業
務
日
数

及
び

点
検

頻
度

に
よ

り
運

転
操

作
及

び
保

守
点

検
業

務
を

行
う

も
の
と
す
る
。

 
第
９
条

 
受

託
者

の
行

う
主

た
る

業
務

は
、

次
の

と
お

り
と

し
、
各
設
備
の
運
転
管
理
及
び
保
守
点
検

  
 

整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
２
．
水
処
理
設
備
保
守
点
検

 
４
．
汚
泥
処
理
設
備
保
守
点
検
（
但
し
、
小
見
は
濃
縮
設
備
と
す

る
。
）

 
５
．
水
質
試
験
業
務
（
通
常
管
理
に
必
要
な
項
目
、
中
試
験
及
び

精
密
試
験
の
一
部
）

 
６
．
事
務
業
務
（
月
報
作
成
な
ど
委
託
者
が
指
定
す
る
事
務
）

 
７
．
構
内
清
掃
及
び
整
備
業
務
（
委
託
者
が
指
定
す
る
場
内
外
の

除
草
業
務
を
含
む
）

 
８
．
そ
の
他
（
汚
泥
搬
出
の
立
会
等
）

 
９
．
委
託
者
が
指
示
す
る
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

 
10

．
大

沢
野
浄

化
セ
ン

タ
ー

内
消

雪
設
備

(場
外
消

雪
管

管
理

含

む
)に

関
す
る
業
務

 
11

．
大
山
処
理
場
及
び
小
見
浄
化
セ
ン
タ
ー
低
木
剪
定
及
び
植
栽

雪
吊
業
務

 
 

 
 

施
設

名
 

 
 

 
 

 
 

  
業

務
日

数
 

 
 
 

点
検

頻
度

等
の

指
定

 
 

 
 

 
 
小

見
浄

化
セ

ン
タ

ー
 
 

 
 ６

１
０
回

／
契

約
期

間
  

  
４
月
～

11月
週
２
回
・

12月
～
３
月
週
３
回
 

楡
原

浄
化

セ
ン

タ
ー

 
 

 
 ５

２
０
回

／
契

約
期

間
 

 
 

 
 

５
日
以

内
 

南
部

地
区

浄
化

セ
ン

タ
ー

 
 ５

２
０
回

／
契

約
期

間
  

  
  
 

 
５

日
以

内
 

山
田

浄
化

セ
ン

タ
ー

 
 

 
 ６

４
０
回

／
契

約
期

間
 

 
 

 
 

５
日
以

内
 

 



3-
34

 
 

 

浜
黒
崎

 
水
橋

 
大
沢
野
 
大
山
 
小
見
 
山
田
 
楡
原
 
南
部

 

 修 繕 範 囲 と 対 応 方 法 

①
補
修
業
務
、
簡
易
な
故
障
修
理
等

 
（
専
門
業
者
に
発
注
せ
ず
、
受
託
者
で
対
応
可
能
な
補
修
、
修
理
） 

（
第
２
６
条
 

(4
)）

 

 
同
左

 
維
持
管
理
業
務
委
託
仕
様
書

 
第
１
４
条

 
３

 受
託
者

は
、
点

検
に

よ
り
発

見
し
た

不
良
箇

所
、
又

は
事

故

故
障
の
発
生
し
た
破
損
箇
所
の
う
ち
標
準
工
具
、
材
料
等
を
用
い

て
現
場
に
て
修
理
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
修
理
内
容
を
委
託

者
と
協
議
の
う
え
処
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
応
急
処
置
を
行
う
と
と
も
に
、

委
託
者
に
報
告
し
、
指
示
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(3

) 
設
備
補
修
業
務

 
 
①
 
浄
化
セ
ン
タ
ー
施
設
の
機
器
･装

置
等
の
補
修

 
 
②
 
浄
化
セ
ン
タ
ー
故
障
機
器
の
状
況
報
告

 
 
③
 
補
修
の
記
録
、
費
用
精
算
書
及
び
報
告
書
作
成

 

 

 運 転 費 用 

■
運
転
に
係
る
人
工
数
は
「
下
水
道
維
持
管
理
積
算
要
領
－
終
末

処
理
場
・
ポ
ン
プ
場
編
－
（
㈳
日
本
下
水
道
協
会
」
に
基
づ
き

積
算
し
て
い
る
が
、
そ
の
人
工
数
を
仕
様
書
等
で
指
定
は
し
て

い
な
い
。
要
求
す
る
内
容
を
確
実
に
履
行
で
き
る
よ
う
な
人
員

配
置
を
受
託
者
と
協
議
し
て
い
る
。
（
富
山
市
情
報
提
供
）

 

  
同
左

 
 

 点 検 費 用 

■
処

理
場

が
有

す
る

機
器

と
そ

の
点

検
内

容
及

び
頻

度
を

仕
様

書
に
明
記

し
て

い
る
。

ま
た
、

精
算
は
行

な
い

。（
富
山

市
情

報
提
供
）

 

  
同
左

 
 

 修 繕 費 用 

②
施
設
機
器
等
修
繕
業
務

 
ア
：
各
年
度
３
０
，
０
０
０
千
円
（
税
抜
）
以
上
の
修
繕
を
行
う

こ
と
。（

取
替
修
繕
及
び
部
品
調
達
を
含
む
）

 
イ
：
修
繕
１
件
あ
た
り
の
費
用
の
上
限
は
、
原
則
１
，
０
０
０
千

円
と
し
、
見
積
書
に
よ
り
局
の
承
認
を
得
る
。
１
，
０
０
０
千
円

（
税
抜
）
を
超
過
し
た
場
合
、
局
、
受
託
者
双
方
協
議
の
上
、
取

扱
い
を
決
定
す
る
。

 
ウ

：
受
託

者
は
、

修
繕
に

つ
い
て

履
歴
等

を
記
録

。
（
設
備

台
帳

シ
ス
テ
ム
更
新
も
含
む
）

 

  
同
左

 
 

  ユ ー テ ィ リ テ ィ 

（
経
費
の
負
担
）

 
第
４
５
条
 
受
託
者
が
負
担
す
る
経
費
と
は
、
受
託
者
が
包
括
委

託
履
行
上
、
必
要
な
事
務
費
及
び
業
務
維
持
・
管
理
費
等
と
し
、

仕
様
書
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
第
４
０
条
に
お
い
て
、
監
督
員
と
の
協
議
に
よ
り
受
託
者
が

補
修
復
旧
を
行
っ
た
際
、
そ
の
内
容
が
業
務
範
囲
外
の
場
合
、
こ

れ
に
要
し
た
費
用
は
局
の
負
担
と
す
る
。

 
３
 
受
託
者
が
負
担
す
べ
き
備
品
、
工
具
類
及
び
経
費
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

 
(1

) 
机
、
椅
子
、
書
棚
、
ロ
ッ
カ
ー
、
パ
ソ
コ
ン
、
プ
リ
ン
タ
ー
、

コ
ピ
ー
機
等
の
事
務
備
品

 
(2

) 
各
種
用
紙
、
筆
記
用
具
、
フ
ァ
イ
ル
等
の
事
務
用
品

 
(3

) 
ポ
ッ
ト
、
冷
蔵
庫
、
食
器
棚
、
茶
器
、
台
所
用
品
の
什
器
及

び
消
耗
品

 
(4

) 
各
種
作
業
服
、
各
種
靴
、
各
種
手
袋
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
安
全

マ
ス
ク
・
保
護
眼
鏡
・
空
気
呼
吸
器
等
の
安
全
保
護
具
・
機
器

 
(5

) 
設
備
点
検
・
修
理
及
び
そ
れ
に
係
る
点
検
工
具
、
回
路
計
、

懐
中
電
灯
等
の
工
具
・
器
具
（
た
だ
し
、
特

殊
工

具
及
び

調
整

・

整
備
に
係
る
資
材
等
は
除
く
）

 
(6

) 
モ
ッ
プ
、
デ
ッ
キ
ブ
ラ
シ
、
水
切
り
等
の
清
掃
用
具
・
器
具

 
(7

) 
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
設
置
工
事
費
及
び
維
持
費

 
(8

) 
物
品
管
理
調
達
業
務
に
係
る
費
用

 
(9

) 
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
使
用
す
る
動
力
費
及
び
薬
剤
費

 

  
同
左

 
維
持
管
理
業
務
委
託
仕
様
書

 
（
委
託
者
の
負
担
経
費
）

 
第
２
２
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
は
、
委
託
者
の
負
担
と
す

る
。
た
だ
し
、
使
用
に
際
し
て
は
節
約
・
丁
寧
な
使
用
に
努
め
、

欠
品

及
び

不
足

が
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
延

滞
な

く
監

督
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
３
）
材
料
・
部
品
そ
の
他
補
修
用
品

 
（
４
）
電
気
計
測
器
具

 
（
５
）
警
報
通
報
装
置
に
係
る
回
線
使
用
料
（
基
本
料
・
通
話
料
）
 

（
６
）
そ
の
他
委
託
者
が
必
要
と
認
め
る
消
耗
品

 

維
持
管
理
業
務
委
託
仕
様
書

 
（
受
託
者
の
負
担
経
費
）

 
第

２
３

条
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

経
費

は
受

託
者

の
負

担
と

す

る
。

 
（
１
）
受
託
者
が
自
ら
使
用
す
る
機
器
、
備
品
、
事
務
機
、
事
務

用
消
耗
品
、
衛
生
用
品

 
（
２
）
業
務
履
行
に
必
要
な
安
全
対
策
器
具
類

 
（
３
）
清
掃
等
に
必
要
な
燃
料
費
・
器
具
損
料

 
（
４
）
塗
料
・
潤
滑
油
類
等
の
補
助
材
料
及
び
機
械
電
気
消
耗
品

 
（
５
）
そ
の
他
前
条
に
よ
り
委
託
者
が
負
担
し
な
い
が
維
持
管
理

に
必
要
な
も
の

 

■
ﾕｰ
ﾃｨ
ﾘ
ﾃｨ
ｰに

つ
い
て
は
、
包
括
委
託
と
し
て
性
能
を
求
め
て
い

る
か
否
か

 
→
要
求
す
る
性
能
（
品
質
）
は
な
い
。

 
→
但
し
、
要
求
す
る
水
準
（
水
質
や
脱
水
ケ
ー
キ
含
水
率
等
）
を

確
保

で
き

な
い

場
合

や
設

備
に

不
具

合
を

発
生

さ
せ

る
原

因

と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
変
更
を
要
請
す
る
場
合
が
あ
る
。

 
（
富
山
市
情
報
提
供
）

 

 電 気 代 

①
電
力
の
調
達

 
受

託
者

は
、

浄
化

セ
ン

タ
ー

の
運

転
管

理
を

円
滑

に
行

え
る

よ

う
、
電
力
を
調
達
す
る
こ
と
。

 

  
同
左

 
維
持
管
理
業
務
委
託
仕
様
書

 
（
委
託
者
の
負
担
経
費
）

 
第
２
２
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
は
、
委
託
者
の
負
担
と
す

る
。
た
だ
し
、
使
用
に
際
し
て
は
節
約
・
丁
寧
な
使
用
に
努
め
、

欠
品

及
び

不
足

が
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
延

滞
な

く
監

督
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
１
）
電
気
・
水
道
・
ガ
ス
・
油
類
等
光
熱
水
費

 

（
経
費
の
負
担
）

 
第
４
５
条

 
(9

) 
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
使
用
す
る
動
力
費
及
び
薬
剤
費

 

 薬 品 費 

②
薬
品
・
燃
料
等
の
調
達

 
受
託
者
は
、
浄
化
ｾﾝ
ﾀｰ
の
運
転
管
理
に
必
要
な
薬
品
、
燃
料
等
の

う
ち
、
局
が
指
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
調
達
す
る
こ
と
。
な
お
、

受
託
者
が
浄
化
ｾﾝ
ﾀｰ
で
使
用
す
る
薬
品
等
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
局
の
承
認
を
得
る
こ
と
。

 

  
同
左

 
維
持
管
理
業
務
委
託
仕
様
書

 
（
委
託
者
の
負
担
経
費
）

 
第
２
２
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
は
、
委
託
者
の
負
担
と
す

る
。
た
だ
し
、
使
用
に
際
し
て
は
節
約
・
丁
寧
な
使
用
に
努
め
、

欠
品

及
び

不
足

が
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
延

滞
な

く
監

督
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
２
）
薬
品
・
簡
易
修
理
用
工
具

 
（
経
費
の
負
担
）

 
第
４
５
条

 
(9

) 
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
使
用
す
る
動
力
費
及
び
薬
剤
費
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浜
黒
崎

 
水
橋

 
大
沢
野
 
大
山
 
小
見
 
山
田
 
楡
原
 
南
部

 

  経 費 精 算 

（
経
費
の
負
担
）

 
第
４
５
条

 
(8

) 
物
品
管
理
調
達
業
務
に
係
る
費
用

 
(9

) 
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
使
用
す
る
動
力
費
及
び
薬
剤
費

 
４

 
前

項
(8

)の
物

品
管

理
調

達
業

務
に

係
る

費
用

及
び

(9
)の

動

力
費

及
び
薬
剤
費

は
、
当
該
年

度
の
確
定
流

入
水
量
が
第

３
５
条

に
記

載
し

た
浄

化
セ

ン
タ

ー
の

年
度

ご
と

想
定

水
量

の
＋

２
.

５
％
も
し
く
は
－
２

.５
％
を
超
え
た
場
合
、
年
度
ご
と
、
浄
化
セ

ン
タ

ー
ご
と
に
局

、
受
託
者
双

方
協
議
の
上

、
費
用
の
精

算
を
行

う
も
の
と
す
る
。

 
５
 

前
項
の
費
用

の
精
算
基
準

に
つ
い
て
は

、
想
定
流
入

水
量
の

±
２

.５
％
を
ゼ
ロ
査
定
と
し
、
こ
れ
を
超
え
た
部
分
が
精
算
対
象

と
な
る
。

 
６
 
前
項
を
根
拠
と
し
た
費
用
の
精
算
は
、
各
年
度
末
に
行
う
。

 
７
 

局
は
、
包
括

委
託
内
容
の

一
部
を
変
更

す
る
場
合
、

そ
の
内

容
を
受
託
者
に
通
知
す
る
。

 
８
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
包
括
委
託
内
容
の
一
部
変
更
に
伴
い
、

業
務

託
料
を
変
更

す
る
必
要
が

あ
る
場
合
、

局
、
受
託
者

双
方
協

議
の
上
決
定
し
、
覚
書
を
取
り
交
わ
す
も
の
と
す
る
。

 

  
同
左

 
 

 モ ニ タ リ ン グ 結 果 

⑤
ﾃﾞ
ｰﾀ
の
記
録

 
受
託
者

は
、
保
守
管
理

に
係
る

ﾃﾞ
ｰ
ﾀを

記
録
す

る
こ
と
。
ま
た
、

ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀの

項
目
、
記
録
方
法

に
つ
い
て
は
、
包
括

委
託
履
行
計
画
書

に
明
示
し
、
局
、
受
託
者
双
方
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。（

設
備
台

帳
ｼｽ
ﾃﾑ
等
の
更
新
業
務
を
含
む
。
）

 

  
同
左

 
維
持
管
理
業
務
委
託
仕
様
書

 
（
業
務
の
報
告
）

 
第
１

５
条
 
受
託

者
は
、
点
検

日
報
、
引
継

日
報
及
び
故

障
報
告

等
、
委
託
者
に
各
報
告
書
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

 

 契 約 上 の 罰 則 、 イ ン セ ン テ ィ ブ 

（
罰
則
規
定
）

 
第
５

１
条
 
受
託

者
は
、
下
水

道
法
施
行
令

第
１
３
条
に

定
め
る

維
持

管
理
委
託
業

務
遂
行
中
、

故
意
も
し
く

は
過
失
に
よ

り
、
同

第
１

２
条
に
定
め

る
水
質
検
査

の
結
果
及
び

仕
様
書
第
２

６
条
の

水
質

日
常
検
査
の

結
果
、
仕
様

書
第
３
５
条

に
示
す
浄
化

セ
ン
タ

ー
ご

と
の
放
流
水

質
基
準
値
が

未
達
の
場
合

、
浄
化
セ
ン

タ
ー
ご

と
に

ペ
ナ
ル
テ
ィ

と
し
て
次
の

計
算
式
に
よ

り
算
出
さ
れ

た
金
額

を
局

へ
支
払
う
も

の
と
す
る
。

た
だ
し
、
受

託
者
の
責
め

に
帰
す

べ
き
事
由
に
の
み
適
用
す
る
。

 
 ペ
ナ

ル
テ
ィ
金
額

＝
Ａ
÷
Ｂ
×

Ｃ
÷
Ｄ
×
業

務
委
託
契
約

額
（
税

込
）

 
 Ａ
：
放
流
水
質
基
準
値
未
達
日
数

 
Ｂ
：
業
務
委
託
期
間
日
数

 
Ｃ
：
該
当
浄
化
セ
ン
タ
ー
の
該
当
年
度
設
計
業
務
価
格

 
Ｄ
：
該
当
年
度
設
計
業
務
価
格

 
 

  
同
左

 
 

 
 



3-
36

 
 

 

浜
黒
崎

 
水
橋

 
大
沢
野
 
大
山
 
小
見
 
山
田
 
楡
原
 
南
部

 

  委 託 の モ ニ タ リ ン グ 

（
包
括
委
託
履
行
状
況
の
監
督
及
び
評
価
）

 
第

５
３

条
 

局
は
、

本
包

括
委
託

の
監
督

員
を

別
途

定
め
、

契
約

に
基

づ
き
局

か
ら
提

供
さ

れ
る
下

水
処
理

サ
ー

ビ
ス

等
の
包

括
委

託
履

行
状
況

確
認
の

た
め

、
受
託

者
に
よ

る
施

設
の

運
転
管

理
、

保
守

管
理
及

び
突
発

修
繕

な
ど
の

状
況
把

握
を

目
的

と
し
て

、
局

の
承

認
を
得

た
各
業

務
の

計
画
に

基
づ
き

、
定

期
ま

た
は
随

時
に

書
類
及
び
現
地
調
査
に
よ
る
監
督
を
実
施
す
る
。

 
２
 
局
は
、
契
約
に
基
づ
く
包
括
委
託
の
成
果
を
評
価
す
る
た
め
、

評
価

委
員
会

を
組
織

、
包

括
委
託

の
成
果

を
報

告
し

、
意
見

聴
取

等
を
行
う
。

 
３

 
第

１
項

の
監
督

結
果

に
基
づ

き
、
監

督
員

は
当

該
年
度

ご
と

に
、

評
価
表

に
基
づ

く
年

度
評
価

の
採
点

を
行

い
，

評
価
委

員
会

へ
報
告
を
行
う
。

 

  
同
左

 
維
持
管
理
業
務
委
託
仕
様
書

 
（
提
出
書
類
）

 
第

１
１

条
 

受
託
者

が
、

業
務
着

手
前
に

提
出

す
る

書
類
は

次
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 
（
１
）
業
務
着
手
届

 
（
２
）
業
務
組
織
表

 
（
３
）
総
括
責
任
者
選
任
届

 
（
４
）
副
総
括
責
任
者
選
任
届

 
（
５
）
技
術
員
名
簿

 
（
６
）
有
資
格
者
届

 
（
７
）
緊
急
連
絡
体
制
表

 
（
８
）
そ
の
他
委
託
者
が
必
要
と
す
る
書
類

 
２

 
受

託
者

が
業
務

完
了

後
に
提

出
す
る

書
類

は
次

に
掲
げ

る
と

お
り
と
す
る
。

 
（
１
）
業
務
完
了
届
（
毎
月
）

 
（
２
）
技
術
員
勤
務
実
績
表
（
毎
月
）

 
（
３
）
各
特
記
仕
様
書
に
定
め
る
書
類

 
（
４
）
そ
の
他
委
託
者
が
必
要
と
す
る
書
類
（
都
度
）

 
（
包
括
委
託
実
施
計
画
書
及
び
包
括
委
託
完
了
報
告
書
等
）

 
第
１
０
条
 

 
 

受
託

者
は

、
月
間

の
包

括
委
託

履
行
に

関
す

る
計

画
を
局

に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
な
お
、
関
連
資
料
が
あ
る
場
合
は
、

月
間
包
括
委
託
実
施
計
画
書
（
以
下
、「

月
間
実
施
計
画
書
」
と
い

う
。
）
に
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
月
間
実
施
計
画
書
を
変
更
す

る
必

要
が
生

じ
た
場

合
、

そ
の
都

度
監
督

員
と

協
議

す
る
こ

と
。

た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 
２

 
受

託
者

は
、
前

項
の

月
間
実

施
計
画

書
に

基
づ

き
包
括

委
託

を
完
了
し
た
と
き
は
、
月
間
包
括
委
託
完
了
報
告
書
（
以
下
、「

月

間
完
了
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
局
に
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
関

連
資

料
が
あ

る
と
き

は
、

月
間
完

了
報
告

書
に

添
付

し
て
提

出
す

る
こ
と
。

 
３

 
受

託
者

は
、
当

該
年

度
の
包

括
委
託

を
完

了
し

た
と
き

は
、

当
該

年
度
浄

化
セ
ン

タ
ー

施
設
管

理
状
況

報
告

書
を

局
に
提

出
す

る
こ

と
。
な

お
、
関

連
資

料
が
あ

る
と
き

は
、

当
該

年
度
浄

化
セ

ン
タ
ー
施
設
管
理
状
況
報
告
書
に
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

 
４

 
受

託
者

は
、
包

括
委

託
最
終

年
度
に

包
括

委
託

完
了
報

告
書

を
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

 
５

 
第

１
項

、
第
２

項
、

第
３
項

、
第
４

項
に

定
め

る
月
間

実
施

計
画

書
、
月

間
完
了

報
告

書
、
当

該
年
度

浄
化

セ
ン

タ
ー
施

設
管

理
状

況
報
告

書
、
包

括
委

託
完
了

報
告
書

に
記

載
す

る
内
容

等
は

次
の

と
お
り

で
あ
る

。
で

き
る
だ

け
簡
潔

に
記

載
し

、
必
要

に
応

じ
て
資
料
等
を
添
付
す
る
こ
と
。

 
(1

) 
実
施
計
画
書
の
記
載
事
項
は
次
の
と
お
り
と
し
、
各
業
務
別
に

列
記
す
る
こ
と
。

 
 
①

 対
象
業
務
名
称

 
 
②

 年
月

 
 
③

 事
業
所
名

 
 
④

 日
毎
に
計
画
し
た
事
項
及
び
内
容

 
 
⑤

 運
転
計
画
、
水
質
分
析
計
画
、
保
守
点
検
計
画
等
、
業
務
計

画
 

 
⑥

 局
、
受
託
者
双
方
が
必
要
と
認
め
た
事
項
 

 
(2

) 
月
間
完
了
報
告
書
は
、
月
間
実
施
計
画
書
の
事
項
に
対
し
て
、

実
績
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
記
載
す
る
こ
と
。

 
 
①

 月
間
実
施
計
画
書
に
よ
る
も
の
、
日
毎
に
計
画
し
た
事
項
と

そ
の
実
績

 
 
②

 そ
の
他
必
要
な
事
項
（
た
だ
し
、
局
が
必
要
な
い
と
認
め
た

書
類
は
除
く
）

 
(3

) 
当
該
年
度
浄
化
セ
ン
タ
ー
施
設
管
理
状
況
報
告
書
は
、
当
該
年

度
の
実
績
が
明
ら
か
に
な
る
よ

 
う
記
載
す
る
こ
と
。

 
 
①

 運
転
実
績
デ
ー
タ
、
修
繕
実
績
、
業
務
要
領

-3
に
よ
る
機
器

状
態
判
定

 
 
②

 ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
ー
調
達
・
管
理
実
績

 
 
③

 そ
の
他
必
要
な
事
項
（
た
だ
し
、
局
が
必
要
な
い
と
認
め
た

も
の
は
除
く
）

 
 

※
浜
黒
崎

・
倉
垣
・
水
橋
で

1
本
の
包

括
委
託
、
大
沢
野
・
大
山
・
小
見
・
山
田
・
楡
原
・
南
部
で

1
本
の
包
括
委
託
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(2) 仕様発注と包括的民間委託の相違点 
 
 以下に、各処理場の流入水量実績当り人件費（円/m3）と電力消費量（kWh/m3）
の算定値を示す。流入水量実績は、H25 年度～H29 年度の 5 ヵ年の平均値を用

いた。人件費相当分は、下水道施設維持管理積算要領（(社)日本下水道協会監

修）にて算定した標準的な委託人件費を算出したものとなる。以下に考察を列

挙する。 
 
 ■水橋浄化センターの流入水量実績当り人件費（円/m3）が 29.21 円と同規

模程度の処理場である大沢野浄化センター・大山下水処理場よりも高いの

は、設計水量に対して流入水量実績が小さいことが想定される。 
 ■人件費の視点では、傾向として、水量の多い浜黒崎浄化センターにおいて

スケールメリットが出やすいことが分かる。 
 ■仕様発注に対して、バンドリング効果（大規模処理場とまとめることによ

る、人・情報の共有）を期待した発注が可能となれば、人件費の削減効果

が発現しやすいことが想定される。 
 ■流入水量実績当りの電力消費量については、各処理場の処理法や汚泥処理

の影響もあるため、一概に包括的民間委託の方が効果があるとは判断しづ

らい。 
 

 

浜黒崎 水橋 大沢野 大山 山田 南部 小見 楡原

(1) 現有日最大処理能力 m3/日 162,900 10,500 9,440 6,600 1,400 380 2,000 630

(2) 実績流入水量の平均（5ヵ年） m3/年 41,220,080 1,587,074 1,868,152 1,236,775 140,764 43,990 110,971 75,546

H25 41,602,300 1,667,542 1,889,137 1,265,990 157,094 51,939 123,445 81,025

H26 41,853,700 1,618,855 1,904,427 1,277,073 157,021 46,403 109,803 77,205

H27 40,015,600 1,548,820 1,767,232 1,200,806 113,190 42,497 102,623 74,237

H28 39,832,900 1,527,519 1,748,097 1,199,560 140,685 39,347 105,358 73,932

H29 42,795,900 1,572,632 2,031,865 1,240,447 135,831 39,764 113,625 71,329

(3) 維持管理委託 レベル2.5 レベル2.5 仕様発注 仕様発注 仕様発注 仕様発注 仕様発注 仕様発注

(4) 人件費相当分 千円/年 186,440 46,360 16,915 22,117 3,862 1,329 15,816 1,619

(5) 流入水量実績当り人件費 円/m3 (5)÷(3) 4.52 29.21 9.05 17.88 27.44 30.21 142.52 21.43

(6) 電力消費量の平均（5ヵ年） kwh/年 10,954,090 1,461,470 1,187,340 496,784 226,758 81,244 285,886 87,850

H25 10,634,088 1,621,536 1,116,120 511,540 223,996 78,533 280,681 87,215

H26 11,100,768 1,539,772 1,236,384 510,310 225,774 82,900 285,060 90,605

H27 10,952,184 1,428,804 1,199,704 494,710 228,100 83,242 284,082 88,454

H28 10,944,528 1,407,036 1,169,959 486,850 228,120 83,151 281,550 83,449

H29 11,138,880 1,310,202 1,214,532 480,510 227,800 78,392 298,058 89,529

(7) 流入水量実績当り電力消費量 kWh/m3 (7)÷(3) 0.27 0.92 0.64 0.4 1.61 1.85 2.58 1.16
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(3) 資産台帳の整備状況の確認 
 各処理場の資産台帳はエクセル形式で整備されているが、に示すように、平

成 29 年度より資産台帳管理システムの導入を進めている。 
表 3-24 設備台帳管理システム導入スケジュール 
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3-3-3  運転状況の確認 

(1) 浜黒崎浄化センター 
 H25～H29 の維持管理年報に記載されているデータを整理している。 
■実績ベースで月平均値の最大値が 128,000m3/d 程度となっており、計画日平

均汚水量とほぼ同程度の水量が流入してきている。 
■計画流入水質に対し、BOD は低い値を示し SS は高い値を示している。 
■水質の変動幅は大きく、月平均値が計画値を上回る場合もある。 
■処理実績値より、処理機能としては良好であり、計画放流水質を満足してい

る。 
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(2) 水橋浄化センター 
 H25～H29 の維持管理年報に記載されているデータを整理している。 
■流入水量について、実績ベースで月平均値の最大値が 11,200m3/d 程度であ

るが、この月だけが極端に大きく、その他の実績では 9,000m3/d 程度にとどま

っており、ほぼ計画日平均汚水量とほぼ同程度の水量となっている。 
■流入水量の平均値は 4,500m3/d であり、計画値の半分程度の流入水量である

ことが分かる。 
■計画流入水質に対しては、平均値とした場合は BOD も SS も 57%程度とな

っている。 
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(3) 大沢野浄化センター 
 H25～H29 の維持管理年報に記載されているデータを整理している。 
■流入水量が概ね 5,000m3/d 以下であることから、全体計画汚水量（日平均）

=9,500m3/d と乖離がある（概ね、53%程度）。水処理施設は余裕が生じてい

ると考えられる。 
■流入水質は、計画値を上回ることが多く、特に流入 SS 濃度が高い。 
■放流水質は概ね計画値を満足している。 
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(4) 大山下水処理場 
 H25～H29 の月報に記載されているデータを整理している。 
■流入水量が概ね 3,500m3/d 以下であることから、全体計画汚水量（日最大）

=6,223m3/d と乖離があることが分かる（概ね、56%程度）。 
そのため、水処理施設は余裕が生じていることが予測される。 

■流入 SS 濃度は計画値よりも高く、特に夏期に高い値を示している。 
■放流水質について、BOD 濃度・SS 濃度ともに計画値を満足している。 
 



3-49 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

ｍg/L
大山下水処理場 流入水

BOD

流入水

質
計画値

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

ｍg/L
大山下水処理場 処理水

BOD

処理水

質
計画値

0

100

200

300

400

500

600

ｍg/L
大山下水処理場 流入水

SS
流入水

質
計画値

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

ｍg/L
大山下水処理場 処理水

SS

処理水

質
計画値

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ｍg/L
大山下水処理場 流入水

COD

流入水質

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

ｍg/L
大山下水処理場 処理水

COD

処理水質

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

ｍ3/日

大山下水処理場 流入水量

流入水量

日最大汚水量(計画値)

日平均汚水量（計画値）

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

ｍ3/日

大山下水処理場 流入水量

放流水量



3-50 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

度
大山下水処理場 流入水

透視度

流入水質

0

20

40

60

80

100

120

度
大山下水処理場 処理水

透視度

処理水質

0

5

10

15

20

25

30

℃

大山下水処理場 流入水

水温

流入水質

0

5

10

15

20

25

30

℃

大山下水処理場 処理水

水温

処理水質

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

大山下水処理場 流入水

pH

流入水質

0

1

2

3

4

5

6

7

8

大山下水処理場 処理水

pH

処理水質



3-51 
 

(5) 山田浄化センター 
 H25～H29 の維持管理年報に記載されているデータを整理している。 
■小規模下水道であるため、水量及び水質共に変動比が非常に大きい。 
■ただ、流入水量に関しては計画値の半分程度となっていることから、現状の

施設で十分に変動が吸収出来ているものと考えられる。 
■計画値に対し、放流水質は良好である。 
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